
目 次

告 示
○都市計画法に基づく公聴会の開催２
○奈良市営住宅等空家入居者の募集２
○介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者等の
廃止２
○一般競争入札の実施（２件）３
○予防接種の実施の一部改正４
○奈良市介護予防・生活支援サービス事業実施要綱４
○奈良市介護予防・生活支援サービス事業所の指定等に
関する要綱７

○奈良市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備
及び運営の基準等に関する要綱13

○一般競争入札の実施20
○介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者等の
指定20
○障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事
業者の指定20

○障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者
の指定20
○児童福祉法に規定する指定障害児相談支援事業者の指
定21
○障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事
業者の廃止21

○道路の位置指定21
○差押解除通知書の公示送達21
○放置自転車等の保管21
○開発行為に関する工事の完了22
○住居番号の設定22
○放置自転車等の保管22
○開発行為に関する工事の完了22
○観光案内所の臨時休館22
○奈良市森林整備計画の案の公衆縦覧23
○放置自転車等の保管23
○身体障害者福祉法に規定する医師の指定23
○生活保護法の規定による介護扶助機関の指定23
○開発行為に関する工事の完了（２件）24
○平成28年度市・県民税納税等督促状の公示送達24
○工作物等移転又は除却の通知及び照会の内容公告24
○工作物等移転又は除却の通知及び照会の掲示公告25
○平成28年度軽自動車税納税通知書の公示送達25
○認可地縁団体からの告示事項の変更の届出25

○放置自転車等の保管25
○放置自転車等の処分26
○奈良市既存高齢者施設等の防犯対策強化事業補助金交
付要綱26
○一般競争入札の実施（３件）30
○住居番号の変更31
○放置自転車等の保管（２件）31
○生活保護法の規定による医療機関の指定31
○生活保護法の規定による指定介護機関からの変更の届
出31

○生活保護法の規定による指定介護機関からの事業の休
止の届出32
○生活保護法の規定による施術者からの事業の廃止の届
出32
○生活保護法の規定による施術者の指定32
○差押調書の公示送達33
○放置自転車等の保管33
○奈良市議会定例会の招集33
○放置自転車等の保管33
○差押調書の公示送達33
○認可地縁団体からの告示事項の変更の届出（２件）33
○地籍調査により作成した地図及び簿冊の閲覧34
○一般競争入札の実施34
○放置自転車等の保管34
○奈良市国民健康保険料督促状の公示送達34
○認可地縁団体からの告示事項の変更の届出35
○生活保護法の規定による指定医療機関からの事業の廃
止の届出35

○生活保護法の規定による医療機関の指定35
○生活保護法の規定による介護扶助機関の指定35
○生活保護法の規定による施術者からの事業の廃止の届
出36

○開発行為に関する工事の完了（３件）36
○一般競争入札の実施37

監 査
○監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知（２件）37

公 営 企 業
○一般競争入札の実施38
○公共下水道の供用及び下水の処理の開始38
○奈良市企業局指定給水装置工事事業者の指定（４件）
38

○一般競争入札の実施40
○奈良市上下水道事業運営審議会規程40
○排水管等の破損事故に係る工事負担金請求事務等取扱

― 1 ―

奈 良 市 公 報 第338号
平成29年９月５日
（火 曜 日）

奈良市公報 平成29年９月５日印刷発行
発行所 奈 良 市 役 所
発行人 奈 良 市 長
編集人 法務ガバナンス課長
印刷所 株式会社 春 日第 3 3 8 号 (平成29年２月分)



要綱の一部を改正する要綱41
教 育 委 員 会

○定例教育委員会の開催42
○奈良市立小学校通学区域についての一部改正42
○奈良市立中学校通学区域についての一部改正42
○奈良市児童生徒等就学援助費支給規則の一部を改正す
る規則42

選挙管理委員会
○選挙人名簿に登録する者の氏名等を記載した書面の縦
覧42
○在外選挙人名簿に登録した者の氏名等を記載した書面
の縦覧43

農 業 委 員 会
○奈良市農業委員の選任に関する規程43
○奈良市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程47
○奈良市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員
候補者評価委員会設置規程51

○奈良市農業委員会規程の一部を改正する規程52
○奈良市農業委員会総会会議規則の一部を改正する規則
52
○奈良市農業委員会部会会議規則を廃止する規則52
○奈良市農業委員会互選規程を廃止する規程53
○農地部会の招集53
○農政部会の招集53

告 示
奈良市告示第56号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第16条第１項の規
定により、大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計
画）火葬場に関する都市計画決定案を作成するための公聴
会を次のとおり開催します。
平成29年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 公聴会開催の日時及び場所
【日時】平成29年２月25日（土） 午前９時30分から

平成29年２月27日（月） 午後７時から
【場所】奈良市役所中央棟６階正庁

２ 都市計画の種類及び土地の区域
【種類】大和都市計画

（奈良国際文化観光都市建設計画）火葬場
【土地の区域】奈良市横井町

３ 決定案に関する図書の閲覧
【期間】平成29年２月２日（木）から平成29年２月16

日（木）まで
【場所】奈良市二条大路南一丁目１番１号

奈良市市民生活部新斎苑建設推進課
４ 公述申出書の提出方法及び提出期限

公聴会に出席して意見を述べようとする者（奈良市の
住民及びその他の利害関係者に限ります。）は、公述申
出書に決定案についての意見の要旨及びその理由を具体
的に記載し、公述を希望する公聴会の開催日、住所、氏
名、職業、年齢及び電話番号を併記した文書一通を市長
宛とし、奈良市都市整備部都市計画課（奈良市二条大路
南一丁目１番１号）に平成29年２月16日（木）までに必
着するよう提出してください。
５ 公述人の選定及び通知

公聴会において意見を述べることができる者は、公述
申出書を提出した者のうちから市長が選定し、その旨を
通知した者とします。
６ 公聴会及び決定案に関する問い合わせ

奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市市民生活部新斎苑建設推進課

（電話：0742－34－5161）
都市整備部都市計画課（電話：0742－34－4748）

（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第57号
奈良市営住宅等空家入居者を次のとおり募集します。
平成29年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
次のとおり省略

（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第58号
介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、第
78条の５第２項、第82条第２項及び第115条の５第２項の
規定により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サ
ービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防
サービス事業者を休止及び廃止しましたので、同法第78条
第２号、第78条の11第２号、第85条第２号及び第115条の
10第２号の規定により公示します。
平成29年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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休止
【居宅介護支援】

事業所番号
事業所 事業者 休 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2970106338 奈良市法蓮町471番地の１
居宅介護支援
事業所和

奈良市法蓮町
471番地の１ 株式会社樹 8150001017079 平成29年１月26日

～平成30年１月26日

2970103947 奈良市窪之庄町116－１
特別養護老人
ホームリノ

奈良市鹿野園
町1584－２

社会福祉法人
史明会 5150005002113 平成29年１月21日

～平成31年１月20日



（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第59号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 工 事 名 元林院検番演舞場修理事業
⑵ 工事場所 奈良市元林院町41番地他
⑶ 工事期間 契約の日から平成29年３月31日まで
⑷ 工事概要 建築主体工事一式 電気設備工事一式
⑸ 予定価格 13,550千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
⑹ 最低制限基準価格 11,629千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第60号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。

平成29年２月１日
奈良市長 仲 川 元 庸

１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 青和バンビーホーム他４バンビーホーム

増・改築に伴う建築設計業務委託
⑵ 業務場所 奈良市百楽園四丁目１番１号他
⑶ 業務期間 契約の日から平成29年３月31日まで
⑷ 業務概要 建築設計業務委託一式

⑴ 青和バンビーホーム
延べ床面積 約100.00㎡

⑵ 伏見バンビーホーム
延べ床面積 約100.00㎡

⑶ 佐保台バンビーホーム
延べ床面積 約100.00㎡
改修床面積 約130.00㎡
解体床面積 約 68.15㎡

⑷ 鳥見バンビーホーム
延べ床面積 約200.00㎡
改修床面積 約130.00㎡
解体床面積 約195.00㎡

⑸ 椿井バンビーホーム
延べ床面積 約120.00㎡
解体床面積 約 75.37㎡

⑸ 予定価格 11,932千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

⑹ 最低制限基準価格 9,220千円
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廃止
【（介護予防）訪問介護】

【地域密着型通所介護】

【居宅介護支援】

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2970105272
奈良市高天市町
22－１高天セン
ター２Ｆ15号室

ヘルパーステー
ションほくとⅠ

奈良市高天市町22
－１高天センター
２Ｆ15号室

合同会社南都介
援隊 9150003000503 平成28年

12月13日

2970107229
奈良市大宮町五
丁目３番14号不
動ビル201号室

エルケア株式会
社 エルケア新
大宮ケアセンタ
ー

大阪市北区中崎西
二丁目４番12号
梅田センタービル
25階

エルケア株式会
社 9120001128258 平成29年

１月31日

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2970106387 奈良市法蓮町471番地の１
和デイサービス
センター

奈良市法蓮町471
番地の１ 株式会社樹 8150001017079 平成29年

1月31日

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2970104952
奈良市中登美ヶ
丘一丁目1994番
６

エリシオン学園
前

奈良県北葛城郡広
陵町馬見南４丁目
１－１

株式会社セフ
ティライフ 5150001014533 平成29年

２月28日



（消費税及び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第61号
平成28年奈良市告示第214号（予防接種の実施）の一部
を次のように改正する。
平成29年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
次のよう省略

（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第62号
奈良市介護予防・生活支援サービス事業実施要綱を次の
ように定める。
平成29年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市介護予防・生活支援サービス事業実施要綱

（趣旨）
第１条 この要綱は、高齢者が要支援・要介護状態になる
ことをできるだけ予防し、高齢者自身の力を活かした自
立に向けた支援と、住み慣れた地域の中で人とつながり、
生き生きと暮らしていくことができる多様で柔軟な生活
支援が受けられる地域づくりを行うため、介護保険法（
平成９年法律第123号。以下「法」という。）第115条の
45第１項第１号に規定する第１号事業（以下「第１号事
業」という。）の実施に関し、法、介護保険法施行令（
平成10年政令第412号）及び介護保険法施行規則（平成
11年厚生省令第36号。以下「省令」という。）に定める
もののほか、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義
は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 居宅要支援被保険者 要支援認定を受けた被保険者
のうち居宅において支援を受ける者をいう。

⑵ 基準該当被保険者 省令第140条の62の４第２号に
該当する第１号被保険者をいう。

２ 前項に定めるもののほか、この要綱で使用する用語の
意義は、法及び省令で使用する用語の例による。
（事業の種類及び内容）
第３条 第１号事業の内容は、次の各号に掲げる区分に応
じ、当該各号に定めるとおりとする。
⑴ 第１号訪問事業 次に掲げるサービスのいずれかを
行う事業をいう。
ア 介護予防訪問介護相当サービス（省令第140条の
63の６第１号イに該当する基準に従って行うサービ
スのうち、地域における医療及び介護の総合的な確
保を推進するための関係法律の整備等に関する法律
（平成26年法律第83号）第５条の規定による改正前
の法（以下「旧法」という。）第８条の２第２項に
規定する介護予防訪問介護に相当するものをいう。

以下同じ。）
イ 訪問型サービスＡ（省令第140条の63の６第２号
に該当する基準に従って行うサービスのうち、市が
実施する研修を修了した者等による掃除、洗濯、買
物等の日常生活の援助を行うものをいう。以下同
じ。）
ウ 訪問型サービスＣ（省令第140条の63の６第２号
に該当する基準に従って行うサービスのうち、保
健・医療等の専門職が提供するものであって、短期
間において集中的に行うものをいう。以下同じ。）

⑵ 第１号通所事業 次に掲げるサービスのいずれかを
行う事業をいう。
ア 介護予防通所介護相当サービス（省令第140条の
63の６第１号イに該当する基準に従って行うサービ
スのうち、旧法第８条の２第７項に規定する介護予
防通所介護に相当するものをいう。以下同じ。）

イ 通所型サービスＣ（省令第140条の63の６第２号
に該当する基準に従って行うサービスのうち、保健
・医療等の専門職が提供するものであって、短期間
において集中的に行うものをいう。以下同じ。）

⑶ 第１号介護予防支援事業 法第８条の２第16項に規
定する介護予防支援事業をいう。
（対象者）
第４条 第１号事業（第１号介護予防支援事業を除く。以
下この項において同じ。）を利用できる者は、居宅要支
援被保険者及び基準該当被保険者のうち、介護予防支援
事業又は第１号介護予防支援事業により第１号事業の利
用が必要と認められたものとする。
２ 第１号介護予防支援事業を利用できる者は、居宅要支
援被保険者（指定介護予防支援を受けている者を除く。）
及び基準該当被保険者とする。
（事業の実施）
第５条 第１号訪問事業及び第１号通所事業は、市長が指
定した事業者が行う。
２ 第１号介護予防支援事業は、法第115条の46の規定に
より、奈良市地域包括支援センター（以下「地域包括支
援センター」という。）が行う。ただし、効率的かつ効
果的な事業の実施に資すると認められるときは、地域包
括支援センターは、当該事業の一部を法第115条の23第
３項に規定する厚生労働省令で定める者に委託すること
ができる。
３ 第１号事業を実施する事業所の指定に関し必要な事項
は、別に定める。
（第１号事業支給費の額）
第６条 第１号事業支給費（法第115条の45の３第２項に
規定する第１号事業支給費をいう。以下同じ。）の額は、
次の各号に掲げるサービスの種類に応じ、当該各号に定
める額とする。
⑴ 訪問型サービスＣを除く第１号訪問事業及び通所型
サービスＣを除く第１号通所事業 別表の１の表に定
める単位数に次条に定める単価を乗じて得た額（その
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額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て
た額）に100分の90を乗じて得た額（その額に１円未
満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）
⑵ 訪問型サービスＣ及び通所型サービスＣ 別表の１
の表に定める単位数に次条に定める単価を乗じて得た
額（その額に１円未満の端数が生じたときは、これを
切り捨てた額）

⑶ 第１号介護予防支援事業 別表の２の表に定める単
位数に次条に定める単価を乗じて得た額（その額に１
円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）

２ 第１号事業を利用する者（以下「利用者」という。）
の所得の額が法第59条の２に規定する額以上である場合
において、前項第１号の規定を適用するときは、同号中
「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。
（第１号事業支給費の単価）
第７条 第１号事業支給費に係る１単位当たりの単価は、
次の各号に掲げる第１号事業の区分に応じ、当該各号に
定める額とする。
⑴ 第１号訪問事業 10.42円
⑵ 第１号通所事業 10.27円
⑶ 第１号介護予防支援事業 10.42円
（第１号事業支給費に係る審査及び支払）
第８条 市長は、第１号事業支給費に係る審査及び支払に
関する事務を、法第115条の45の３第６項の規定により
奈良県国民健康保険団体連合会に委託して行う。
（支給限度額）
第９条 第１号事業支給費の額は、次の各号に掲げる利用
者の区分に応じ、当該各号に定める単位数により算定し
た額を支給の限度とする。
⑴ 基準該当被保険者 5,003単位
⑵ 要支援認定の結果が要支援１である者 5,003単位
⑶ 要支援認定の結果が要支援２である者 10,473単位
２ 前項の規定にかかわらず、利用者の状態を勘案して市
長が特に必要と認めた場合は、同項第１号中「5,003単
位」とあるのは、「10,473単位」とする。

３ 第１号事業支給費の支給限度額の算定対象となる事業
は、第１号訪問事業及び第１号通所事業とする。
４ 利用者が予防給付を利用している場合は、第１号事業
及び予防給付の支給の合計額が第１項及び第２項の規定
により算定した額を超えないようにするものとする。
（高額介護予防サービス費相当事業等）
第10条 市長は、第１号事業において、法第61条の規定に
より支給する高額介護予防サービス費及び法第61条の２
の規定により支給する高額医療合算介護予防サービス費
の支給に相当する事業（以下「高額介護予防サービス費
相当事業等」という。）を行う。この場合において、高
額介護予防サービス費相当事業等の支給要件、支給額そ
の他支給に関し必要な事項については、法第61条及び第
61条の２の規定を準用する。
（指導及び監査）
第11条 市長は、第１号事業の適切かつ有効な実施のため、

第１号事業を実施する者に対して、指導及び監査を行う
ものとする。
（その他）
第12条 この要綱に定めるもののほか、第１号事業の実施
に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
（施行期日）
１ この告示は、平成29年４月１日から施行する。
（準備行為）
２ 市長は、この告示の施行の日前においても、第１号事
業の実施に必要な準備行為をすることができる。
（みなし指定事業者）
３ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する
ための関係法律の整備等に関する法律附則第13号の規定
により指定を受けたものとみなされる事業者は、平成30
年３月31日までの間、第１号訪問事業又は第１号通所事
業の実施に際し、第５条第１項の指定を要しない。
（単位数の算定の特例）
４ 当分の間、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予
防通所介護相当サービスの単位数の算定については、そ
の月の当該サービスの利用回数にかかわらず、別表の１
の表の単位数②により算定することができる。
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別表（第６条関係）
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（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第63号
奈良市介護予防・生活支援サービス事業所の指定等に関
する要綱を次のように定める。
平成29年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市介護予防・生活支援サービス事業所の指定等
に関する要綱

（趣旨）
第１条 この要綱は、奈良市介護予防・生活支援サービス
事業実施要綱（平成29年奈良市告示第62号。以下「実施
要綱」という。）第５条第３項の規定により、介護保険
法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）に定め
るもののほか、法第115条の45第１項第１号に規定する
第１号事業（実施要綱第３条第３号に掲げる第１号介護
予防支援事業を除く。以下「第１号事業」という。）を
行う事業所の指定（以下「第１号事業所の指定」という。
）等に関し必要な事項を定めるものとする。
（法令遵守）
第２条 法第115条の45の５第１項の指定を受けようとす
る事業者（以下「申込事業者」という。）及び当該指定
を受けた者は、法並びに法に基づく政令及び省令（以下
「介護保険関係法令」という。）、条例、規則、告示その
他の法令等並びに関係当事者間の契約を遵守するととも
に、適切な第１号事業の提供を行うようその運営に努め
なければならない。
（申請）
第３条 申込事業者は、奈良市介護予防・生活支援サービ
ス事業所指定申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書
類を添えて市長に提出しなければならない。
⑴ 市長が定めた必要事項を記載した付表
⑵ 従業者名簿及びその者の資格を証するものの写し（
介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護
相当サービスの場合を除く。）

⑶ 定款又は寄附行為の写し
⑷ 運営規程
⑸ 重要事項説明書
⑹ 利用契約書
２ 市長は、前項の指定申請書及び添付書類（以下「申請
書類」という。）が提出された場合は、申請書類の記載
事項に不備がないこと、必要な書類が添付されているこ
と等を確認し、申請の形式上の要件に適合しないと認め
るときは、申込事業者に対し、速やかに補正するよう求
めるものとする。
３ 市長は、必要に応じ、申込事業者に対し、当該申込事
業者を代表する者又は当該第１号事業の代表予定者の本
人から直接に説明、報告等を求めることができる。
（指定の審査）
第４条 市長は、申請書類の提出を受けて、当該申請の内
容が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請に

対して第１号事業所の指定をしないことを決定する。
⑴ 申請書類の内容が介護保険関係法令及び奈良市介護
予防・生活支援サービス事業の人員、設備及び運営の
基準等に関する要綱（平成29年奈良市告示第64号）に
定められた人員、設備及び運営に関する基準を満たし
ていないとき。
⑵ 実施要綱第３条各号に規定する次に掲げるサービス
の区分に応じ、それぞれ次に定めるサービスに係る法
のそれぞれの規定による指定若しくは許可又は指定若
しくは許可の更新を受けていないとき。この場合にお
いて、アからオまでにおいて使用するサービスの名称
は、別段の定めがあるものを除き、介護保険関係法令
で使用する用語の例による。
ア 介護予防訪問介護相当サービス 訪問介護又は地
域における医療及び介護の総合的な確保を推進する
ための関係法律の整備等に関する法律（平成26年法
律第83号。以下「整備法」という。）附則第10条に
規定する介護予防訪問介護（以下この号において「
介護予防訪問介護」という。）
イ 訪問型サービスＡ 訪問介護又は介護予防訪問介
護
ウ 訪問型サービスＣ 居宅サービス（福祉用具貸与
及び特定福祉用具販売を除く。）、地域密着型サービ
ス（看護小規模多機能型居宅介護を含む。）、施設サ
ービス（健康保険法等の一部を改正する法律（平成
18年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定に
よりなおその効力を有するものとされた同法第26条
の規定による改正前の法第48条第１項第３号に規定
する指定介護療養型医療施設に係るものを含む。）、
介護予防サービス（介護予防福祉用具貸与及び特定
介護予防福祉用具販売を除く。）、介護予防訪問介護
若しくは整備法附則第10条に規定する介護予防通所
介護（以下この号において「介護予防通所介護」と
いう。）又は地域密着型介護予防サービス（介護予
防認知症対応型共同生活介護を除く。）

エ 介護予防通所介護相当サービス 通所介護、地域
密着型通所介護又は介護予防通所介護
オ 通所型サービスＣ 通所介護若しくは地域密着型
通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型
通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護
予防認知症対応型通所介護又は介護予防通所介護

⑶ 前２号に掲げるもののほか、法の目的及び趣旨に照
らして適正な第１号事業の実施が確保できないと認め
るとき。
（申請の取下げ）
第５条 申請書類の提出後、第１号事業所の指定の申請を
取り下げようとする申込事業者は、奈良市介護予防・生
活支援サービス事業所指定申請取下書（別記第２号様
式）を市長に提出するものとする。
（指定の決定等）
第６条 市長は、第１号事業所の指定をしたときは、当該
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申込事業者に対し、奈良市介護予防・生活支援サービス
事業所指定通知書（別記第３号様式）により通知するも
のとする。
２ 第１号事業所の指定の有効期間は、当該指定の日から
第４条第２号に規定する指定又は許可（同号に規定する
指定又は許可の更新を含む。）の満了の日（同日前に当
該指定又は許可が取り消されたときは、当該取消しの
日）までとする。
３ 第１号事業所の指定を受けた事業所（以下「指定事業
所」という。）は、その旨を当該指定に係る事業所の見
やすい場所に表示するものとする。
（申請事項の変更の届出）
第７条 指定事業所を所管する事業者（以下「指定事業者
」という。）は、次に掲げる事項を変更しようとすると
きは、遅滞なく奈良市介護予防・生活支援サービス事業
所変更届出書（別記第４号様式）を市長に提出しなけれ
ばならない。
⑴ 事業所の名称
⑵ 事業所の所在地
⑶ 申請者の名称
⑷ 代表者の氏名、住所及び職名
⑸ 定款・寄附行為等及びその登録事項証明書又は条例
等（当該事業に関するものに限る。）
⑹ 事業所の建物の構造、専用区画等（当該事業に関す
るものに限る。）
⑺ 事業所の管理者の氏名及び住所
⑻ 運営規程
⑼ 役員の氏名及び住所
⑽ 事業所の定員
⑾ その他市長が必要と認める事項
２ 指定事業者は、次に掲げる事項を変更しようとすると
きには、市長にあらかじめ変更に係る資料を提出して協
議しなければならない。
⑴ 利用定員
⑵ 面積要件を伴う事業が行われる場所又は面積
（指定の廃止等）
第８条 指定事業者は、第１号事業所を廃止し、又は休止
しようとするときは、その廃止又は休止の日の１月前ま
でに、奈良市介護予防・生活支援サービス事業所廃止・
休止・再開届出書（別記第５号様式）を市長に提出しな
ければならない。
２ 休止した第１号事業所を再開しようとする指定事業者
は、あらかじめ奈良市第１号事業所廃止・休止・再開届
出書を市長に提出し、再開に係る協議をしなければなら
ない。
（指定の更新）
第９条 指定事業者は、第１号事業所の指定の更新を受け
ようとするときは、奈良市介護予防・生活支援サービス
事業所指定更新申請書（別記第６号様式）を市長に提出
しなければならない。この場合において、第３条第１項
に定める書類を添えるものとする。

２ 第３条第２項及び第３項、第４条、第５条並びに第６
条第３項の規定は、前項の指定の更新について準用する。
この場合において、第３条第２項中「前項の指定申請
書」とあるのは「第９条第１項の指定更新申請書」と、
第５条中「指定の」とあるのは「指定の更新の」と、第
６条第３項中「指定を」とあるのは「指定の更新を」と
読み替えるものとする。
３ 市長は、法第115条の45の６第１項の規定による指定
の更新をしたときは、当該指定の更新の申請を行った指
定事業者に対し、奈良市介護予防・生活支援サービス事
業所指定更新通知書（別記第７号様式）により通知する
ものとする。
（指定の取消し）
第10条 市長は、法第115条の45の９第１項の規定による
指定の取消し等をしたときは、当該取消し等をした指定
事業者に対し、奈良市介護予防・生活支援サービス事業
所指定取消等通知書（別記第８号様式）により通知する
ものとする。
（委任）
第11条 この要綱に定めるもののほか、第１号事業所の指
定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
（施行期日）
１ この告示は、平成29年４月１日から施行する。
（準備行為）
２ 第３条第１項の規定による申請書類の提出及びこれに
関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前
においても、この要綱の規定の例により行うことができ
る。
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（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第64号
奈良市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備及
び運営の基準等に関する要綱を次のように定める。
平成29年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設
備及び運営の基準等に関する要綱

目次
第１章 総則（第１条―第４条）
第２章 介護予防訪問介護相当サービス（第５条）
第３章 訪問型サービスＡ
第１節 基本方針（第６条）
第２節 人員に関する基準（第７条・第８条）
第３節 設備に関する基準（第９条）
第４節 運営及び介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準（第10条）
第４章 訪問型サービスＣ
第１節 基本方針（第11条）
第２節 人員に関する基準（第12条・第13条）
第３節 設備に関する基準（第14条）
第４節 運営及び介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準（第15条―第17条）
第５章 介護予防通所介護相当サービス（第18条）
第６章 通所型サービスＣ
第１節 基本方針（第19条）
第２節 人員に関する基準（第20条―第22条）
第３節 設備に関する基準（第23条）
第４節 運営に関する基準（第24条―第26条）
第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（第27条）
第７章 補則（第28条）
附則
第１章 総則

（趣旨）
第１条 この要綱は、介護保険法施行規則（平成11年厚生
省令第36号。以下「省令」という。）第140条の63の６及
び奈良市介護予防・生活支援サービス事業所の指定等に
関する要綱（平成29年奈良市告示第63号。以下「指定要
綱」という。）第４条の規定に基づき、介護保険法（平
成９年法律第123号。以下「法」という。）第115条の45
第１項第１号に規定する事業（奈良市介護予防・生活支
援サービス事業実施要綱（平成29年奈良市告示第62号。
以下「実施要綱」という。）第３条各号に掲げる事業に
限る。以下「第１号事業」という。）の人員、設備及び
運営に関する基準等について定めるものとする。
（定義）
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義
は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 指定第１号事業 第１号事業のうち、法第115条の

45の３第１項の指定に係るものをいう。
⑵ 指定第１号事業者 指定第１号事業を行うものをい
う。
⑶ 介護予防訪問介護相当サービス 法第115条の45第
１項第１号イに規定する第１号訪問事業（以下「第１
号訪問事業」という。）のうち、地域における医療及
び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整
備等に関する法律（平成26年法律第83号）第５条の規
定による改正前の法（以下「旧法」という。）第８条
の２第２項に規定する介護予防訪問介護（以下「旧介
護予防訪問介護」という。）に係る基準により実施さ
れるものをいう。
⑷ 訪問型サービスＡ 第１号訪問事業のうち、省令第
140条の63の６第２号に規定する第１号事業に係るサ
ービスの内容等を勘案した基準により実施されるサー
ビスであって、市が実施する研修を修了した者等によ
る掃除、洗濯、買物等の日常生活の援助を行うものを
いう。
⑸ 訪問型サービスＣ 第１号訪問事業のうち、省令第
140条の63の６第２号に規定する第１号事業に係るサ
ービスの内容等を勘案した基準により実施されるサー
ビスであって、保健・医療等の専門職が提供する短期
間において集中的に行うものをいう。
⑹ 介護予防通所介護相当サービス 法第115条の45第
１項第１号ロに規定する第１号通所事業のうち、旧法
第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護（以下
「旧介護予防通所介護」という。）に係る基準により
実施されるものをいう。
⑺ 通所型サービスＣ 第１号通所事業のうち、省令第
140条の63の６第２号に規定する第１号事業に係るサ
ービスの内容等を勘案した基準により実施されるサー
ビスであって、保健・医療等の専門職が提供する短期
間において集中的に行うものをいう。

２ 前項に定めるもののほか、この要綱で使用する用語の
意義は、法で使用する用語の例による。
（事業の一般原則）
第３条 指定第１号事業者は、利用者の意思及び人格を尊
重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努
めなければならない。
２ 指定第１号事業者は、事業を運営するに当たっては、
地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保
健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携
に努めなければならない。
３ 指定第１号事業者は、その運営に当たっては、奈良市
暴力団排除条例（平成24年奈良市条例第24号）第２条第
１号に規定する暴力団を利することとならないようにし
なければならない。
（申請者の要件）
第４条 法第115条の45の５第１項の規定により指定第１
号事業者の指定の申請をすることができる者は、法人と
する。

―13―

奈 良 市 公 報 第338号
平成29年９月５日
（火 曜 日）



第２章 介護予防訪問介護相当サービス
第５条 指定第１号事業に該当する介護予防訪問介護相当
サービス（以下「指定介護予防訪問介護相当サービス」
という。）の事業の人員、設備及び運営に関する基準等
については、奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する
条例（平成27年奈良市条例第17号）附則第２条第２号の
規定によりなおその効力を有するものとされた奈良市指
定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び
に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果
的な支援の方法の基準等に関する条例（平成25年奈良市
条例第22号。以下「旧指定介護予防サービス等基準条
例」という。）に規定する指定介護予防訪問介護に係る
基準等の例による。
第３章 訪問型サービスＡ
第１節 基本方針

（事業提供者及び内容）
第６条 指定第１号事業に該当する訪問型サービスＡ（以
下「指定訪問型サービスＡ」という。）は、介護福祉士、
旧法第８条の２第２項に規定する政令で定める者又は市
長が指定する研修の受講者による掃除、洗濯、買物等の
日常生活の援助を行うサービスとする。

第２節 人員に関する基準
（従業者の員数）
第７条 指定訪問型サービスＡの事業を行う者（以下「指
定訪問型サービスＡ事業者」という。）が当該事業を行
う事業所（以下「指定訪問型サービスＡ事業所」とい
う。）ごとに置くべき従業者の員数は、それぞれ次のと
おりとする。
⑴ 介護福祉士又は旧法第８条の２第２項に規定する政
令で定める者 常勤換算方法で2.5以上

⑵ 市長が指定する研修を修了した者 事業を適切に行
うために必要と認められる数

２ 指定訪問型サービスＡ事業者は、指定訪問型サービス
Ａ事業所ごとに、常勤の従業者のうち、利用者（当該指
定訪問型サービスＡ事業者が指定訪問介護事業者（奈良
市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基
準等に関する条例（平成25年奈良市条例第21号。以下
「指定居宅サービス等基準条例」という。）第６条第１
項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。）
又は指定介護予防訪問介護相当サービス事業者（指定介
護予防訪問介護相当サービスの事業を行う事業者をいう。
以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問型サ
ービスＡの事業と指定訪問介護（指定居宅サービス等基
準条例第５条に規定する指定訪問介護をいう。以下同
じ。）又は指定介護予防訪問介護相当サービスの事業と
が同一の事業所において一体的に運営されている場合に
あっては、当該事業所における指定訪問型サービスＡ、
指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護相当サービスの
事業の利用者。以下この条において同じ。）の数が40又
はその端数を増すごとに１人以上の者をサービス提供責

任者としなければならない。この場合において、当該サ
ービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じ
て常勤換算方法によることができる。
３ 前項の利用者の数は、前３月の平均値とする。ただし、
新規に指定を受ける場合は、推定数による。
４ 第２項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚
生労働大臣が定めるサービス提供責任者（平成24年厚生
労働省告示第118号）に規定する者であって、専ら指定
訪問型サービスＡに従事するものをもって充てなければ
ならない。ただし、利用者に対する指定訪問型サービス
Ａの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定
期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（奈良市指定地
域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等
に関する条例（平成25年奈良市条例第23号。以下「指定
地域密着型サービス基準条例」という。）第６条第１項
に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
所をいう。以下同じ。）又は指定夜間対応型訪問介護事
業所（指定地域密着型サービス基準条例第48条第１項に
規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。）に従
事することができる。
５ 第２項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任
者を３人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務
に主として従事する者を１人以上配置している指定訪問
型サービスＡ事業所において、サービス提供責任者が行
う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指
定訪問型サービスＡ事業所に置くべきサービス提供責任
者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに
１人以上とすることができる。
６ 指定訪問型サービスＡ事業者が指定訪問介護事業者又
は指定介護予防訪問介護相当サービス事業者の指定を併
せて受け、かつ、指定訪問型サービスＡの事業と指定訪
問介護の事業又は指定介護予防訪問介護相当サービスの
事業とが同一の事業所において一体的に運営されている
場合については、指定居宅サービス等基準条例第６条第
１項から第４項までに規定する人員に関する基準又は第
５条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、
前各項に規定する基準を満たしているものとみなすこと
ができる。
（その他の基準）
第８条 前条に定めるもののほか、指定訪問型サービスＡ
の事業の人員に関する基準については、旧指定介護予防
サービス等基準条例に規定する指定介護予防通所介護
（以下「旧指定介護予防通所介護」という。）に係る基
準の例による。

第３節 設備に関する基準
第９条 指定訪問型サービスＡ事業者には、事業の運営を
行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、
指定訪問型サービスＡの提供に必要な設備及び備品等を
備えなければならない。
２ 指定訪問型サービスＡ事業者が指定訪問介護の事業又
は指定介護予防訪問介護相当サービスの事業の指定を併
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せて受け、かつ、指定訪問型サービスＡの事業と指定訪
問介護の事業又は指定介護予防訪問介護相当サービスの
事業とが同一の事業所において一体的に運営されている
場合については、指定居宅サービス等基準条例第８条第
１項に規定する設備に関する基準又は第５条に規定する
設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定す
る基準を満たしているものとみなすことができる。

第４節 運営及び介護予防のための効果的な支援
の方法に関する基準

第10条 指定訪問型サービスＡの事業の運営及び介護予防
のための効果的な支援の方法に関する基準については、
旧指定介護予防サービス等基準条例に規定する旧指定介
護予防通所介護に係る基準の例による。
第４章 訪問型サービスＣ
第１節 基本方針

第11条 指定第１号事業に該当する訪問型サービスＣ（以
下「指定訪問型サービスＣ」という。）は、居宅要支援
被保険者等に対して、その心身の状況、置かれている環
境等に応じて、自宅等への訪問によって、原則として３
箇月から６箇月までの期間に、保健・医療等の専門職が、
要支援状態等となることの予防又は要支援状態等の軽減
若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活
の支援を行うことを目的として実施しなければならない。

第２節 人員に関する基準
（従事者の員数）
第12条 指定訪問型サービスＣの事業を行う事業者（以下
「指定訪問型サービスＣ事業者」という。）が当該事業
を行う事業所（以下「指定訪問型サービスＣ事業所」と
いう。）ごとに置くべき従事者の員数は、当該事業を適
切に行うために必要と認められる数とし、医師、歯科医
師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、
歯科衛生士、保健師、看護師その他の専門職により利用
者に対するサービスを実施させなければならない。
（管理者）
第13条 指定訪問型サービスＣ事業者は、その指定訪問型
サービスＣ事業所ごとに専らその職務に従事する管理者
を置かなければならない。ただし、指定訪問型サービス
Ｃ事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問型サ
ービスＣ事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内に
ある他の事業所、施設等の職務に従事することができる
ものとする。

第３節 設備に関する基準
第14条 指定訪問型サービスＣ事業者には、事業の運営を
行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、
指定訪問型サービスＣの提供に必要な設備及び備品等を
備えなければならない。
２ 指定訪問型サービスＣ事業者が指定要綱第４条第２号
に規定する指定若しくは許可又は指定若しくは許可の更
新を併せて受け、かつ、指定訪問型サービスＣの事業と
当該指定若しくは許可又は指定若しくは許可の更新に係
るサービスの事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、当該指定若しくは許可又
は指定若しくは許可の更新に係るサービスの設備に関す
る基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満
たしているものとみなすことができる。

第４節 運営及び介護予防のための効果的な支援
の方法に関する基準

（サービス提供期間）
第15条 １の利用者に対する指定訪問型サービスＣの提供
期間は、原則として３箇月から６箇月までの範囲内の期
間とする。
２ 同一の利用者に対する同一のプログラムの提供につい
ては、原則として１の年度において１回とする。
（サービスの実施回数の限度）
第16条 同一の利用者に対する実施回数については、原則
として１日当たり４回まで、かつ、１の年度において８
回までとする。
第17条 前２条に定めるもののほか、指定訪問型サービス
Ｃ事業者が指定要綱第４条第２号に規定する指定若しく
は許可又は指定若しくは許可の更新を併せて受け、かつ、
指定訪問型サービスＣの事業と当該指定若しくは許可又
は指定若しくは許可の更新に係るサービスの事業とが同
一の事業所において一体的に運営されている場合につい
ては、当該指定若しくは許可又は指定若しくは許可の更
新に係るサービスの運営及び介護予防のための効果的な
支援の方法に関する基準を満たすことをもって、指定訪
問型サービスＣの運営及び介護予防のための効果的な支
援の方法に関する基準を満たしているものとみなすこと
ができる。

第５章 介護予防通所介護相当サービス
第18条 指定第１号事業に該当する介護予防通所介護相当
サービス（以下「指定介護予防通所介護相当サービス」
という。）の事業の人員、設備及び運営に関する基準等
については、旧指定介護予防サービス等基準条例に規定
する旧指定介護予防通所介護に係る基準等の例による。

第６章 通所型サービスＣ
第１節 基本方針

第19条 指定第１号事業に該当する通所型サービスＣ（以
下「指定通所型サービスＣ」という。）は、居宅要支援
被保険者等に対して、その心身の状況、置かれている環
境等に応じて、通所の方法により、原則として３箇月か
ら６箇月までの期間に、保健・医療等の専門職が、運動
器の機能向上プログラム、栄養改善プログラム又は口腔

くう

機能向上プログラムを実施することによって、要介護状
態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは
悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を
行うことを目的として実施しなければならない。
２ 指定通所型サービスＣは、居宅要支援被保険者等に対
して、その心身の状況、置かれている環境等に応じたサ
ービスを提供するとともに、セルフケア（自分で自己の
健康管理を行うことをいう。以下同じ。）に向けた動機
付け及び学習を行うことによって、居宅要支援者被保険
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者がサービス終了後において、地域活動の中で継続的な
機能維持を推進していくことを目指して行わなければな
らない。
３ 指定通所型サービスＣ事業者は、別表に定めるプログ
ラムごとの目的、対象となる利用者及びプログラム概要
に沿って、各プログラムを実施しなければならない。

第２節 人員に関する基準
（従業者の員数）
第20条 指定通所型サービスＣの事業を行う事業者（以下
「指定通所型サービスＣ事業者」という。）は、プログ
ラムごとに別表に掲げる要件を満たす専門スタッフに、
利用者に対するサービスを実施させなければならない。
２ 指定通所型サービスＣ事業者は、指定通所型サービス
Ｃ事業所（指定通所型サービスＣ事業者が指定通所型サ
ービスＣの事業を行う事業所をいう。）及びプログラム
ごとに、指定通所型サービスＣの１回当たりの利用人数
（以下「１回当たり利用人数」という。）15人ごとに１
人以上の専門スタッフを置かなければならない。
（１回当たり利用人数）
第21条 指定通所型サービスＣ事業者は、プログラムごと
に別表に掲げる人数をおおむねの目安としつつ、１回当
たり利用人数を決定する。ただし、利用定員（１回当た
り利用人数の上限をいう。）は、30人を超えてはならな
い。
（管理者）
第22条 指定通所型サービスＣ事業者は、その指定通所型
サービスＣ事業所ごとに専らその職務に従事する管理者
を置かなければならない。ただし、指定通所型サービス
Ｃ事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所型サ
ービスＣ事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内に
ある他の事業所、施設等の職務に従事することができる
ものとする。

第３節 設備に関する基準
第23条 指定通所型サービスＣ事業者が指定要綱第４条第
２号に規定する指定若しくは許可又は指定若しくは許可
の更新を併せて受け、かつ、指定通所型サービスＣの事
業と当該指定若しくは許可又は指定若しくは許可の更新
に係るサービスの事業とが同一の事業所において一体的
に運営されている場合については、当該指定若しくは許
可又は指定若しくは許可の更新に係るサービスの設備に
関する基準を満たすことをもって、指定通所型サービス
Ｃの設備に関する基準を満たしているものとみなす。

第４節 運営に関する基準
（サービス提供期間）
第24条 １の利用者に対する指定通所型サービスＣの提供
期間は、原則として３箇月から６箇月までの範囲内の期
間とする。
２ 同一の利用者に対する同一のプログラムの提供につい
ては、原則として１の年度において１回とする。
（サービスの具体的な実施方針及び実施回数の限度）
第25条 指定通所型サービスＣは、プログラムごとに別表

で定める実施回数及び時間、実施内容並びに留意事項に
沿って、サービスを実施しなければならない。
２ 同一の利用者に対する複数プログラムの実施回数につ
いては、原則として１の年度において24回までとする。
（その他の基準）
第26条 前２条に定めるもののほか、指定通所型サービス
Ｃ事業者が指定要綱第４条第２号に規定する指定若しく
は許可又は指定若しくは許可の更新を併せて受け、かつ、
指定通所型サービスＣの事業と当該指定若しくは許可又
は指定若しくは許可の更新に係るサービスの事業とが同
一の事業所において一体的に運営されている場合につい
ては、当該指定若しくは許可又は指定若しくは許可の更
新に係るサービスの運営に関する基準を満たすことを
もって、指定通所型サービスＣの運営に関する基準を満
たしているものとみなす。

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に
関する基準

第27条 指定通所型サービスＣ事業者が指定要綱第４条第
２号に規定する指定若しくは許可又は指定若しくは許可
の更新を併せて受け、かつ、指定通所型サービスＣの事
業と当該指定若しくは許可又は指定若しくは許可の更新
に係るサービスの事業とが同一の事業所において一体的
に運営されている場合については、当該指定若しくは許
可又は指定若しくは許可の更新に係るサービスの介護予
防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすこ
とをもって、指定通所型サービスＣの介護予防のための
効果的な支援の方法に関する基準を満たしているものと
みなす。

第７章 補則
（委任）
第28条 この要綱に定めるもののほか、指定第１号事業の
基準等に関し必要な事項については、市長が別に定める。

附 則
この告示は、平成29年４月１日から施行する。
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別表（第19条、第20条、第21条、第25条関係）
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（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第65号
次のとおり電子入札による一般競争入札に付しますので、
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第
１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第
２条の規定により公告します。
平成29年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
鴻ノ池周辺整備工事（鴻ノ池運動公園）ほか７件（各
工事の工事件名、工事場所、工期、工事概要、予定価格、
最低制限基準価格及び最低制限モデル型算出価格は別表

のとおり）
以下省略

（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第66号
介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項、第
46条第１項及び第53条第１項の規定により、指定居宅サー
ビス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サ
ービス事業者を指定しましたので、同法第78条第１号、第
85条第１号及び第115条の10第１号の規定により公示しま
す。
平成29年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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事業所番号
事業所 事業者 指 定

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名

2970107476 奈良県奈良市大安寺七丁目６番16号－107
ケアサポートなず
な

奈良県奈良市大安寺七丁
目６番16号－107 株式会社樹輝 平成29年

２月１日

2970107450 奈良県奈良市中町2313番地の２
ヘルパーステー
ション かごのき

奈良県奈良市中町2313番
地の２

株式会社 ケアブ
レーン

平成29年
２月１日

2970107468 奈良市法蓮町471番地の１ 和デイサービスセンター 奈良市法蓮町471番地の１ 株式会社樹 平成29年
２月１日

（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第67号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する

指定障害福祉サービス事業者を指定しましたので、同法第
51条第１号の規定に基づき告示します。
平成29年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 指定年月日 平成29年２月１日

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2910102611 株式会社樹輝 630-8133
奈良県奈良市大安
寺七丁目６番16号
－107

ケアサポー
トなずな 630-8133

奈良県奈良市大安
寺七丁目６番16号
－107

居宅介護
重度訪問介護
同行援護

2910101597 株式会社SHARA 630-8144 奈良県奈良市東九条町1115－16

訪問介護事
業所ＳＨＡ
ＲＡ

630-8144 奈良県奈良市東九条町1115－16 行動援護

（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第68号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第51条の17第１項第１号

に規定する指定特定相談支援事業者を指定しましたので、
同法第51条の30第２項第１号の規定に基づき告示します。
平成29年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 指定年月日 平成29年２月１日

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2930100728 株式会社樹輝 630-8133
奈良県奈良市大安
寺七丁目６番16号
－107

ケアサポー
トなずな 630-8133

奈良県奈良市大安
寺七丁目６番16号
－107

計画相談支援



（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第71号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５
号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので建築
基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定
により公告します。
平成29年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第72号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第80条の規定に基
づく差押解除通知書については、その送達を受けるべき者
の住所等が不明のため送達することができないので、地方
税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定に
より、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室滞
納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
あればいつでも交付します。
平成29年２月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書

差押解除通知書
２ 送達を受けるべき者

省略
（平成29年２月２日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第73号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年２月２日
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（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第69号
児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の26第１項

第１号に規定する指定障害児相談支援事業者を指定しまし
たので、同法第24条の37第１号の規定に基づき告示します。
平成29年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定年月日 平成29年２月１日

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2970101354 株式会社樹輝 630-8133
奈良県奈良市大安
寺七丁目６番16号
－107

ケアサポー
トなずな 630-8133

奈良県奈良市大安
寺七丁目６番16号
－107

障害児相談支
援

（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第70号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する

指定障害福祉サービス事業者を廃止しましたので、同法第
51条第２号の規定に基づき告示します。
平成29年２月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 廃止年月日 平成29年１月31日

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2910102280
株式会社カ
ームネスス
マイル

631-0806
奈良県奈良市朱雀
五丁目20番６号ガ
ーデンシティ201号

カームネス
スマイル彩 631-0842

奈良県奈良市菅原
町474－５三和マン
ション107号

居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護

2910102462 エルケア株式会社 530-0015

大阪府大阪市北区
中崎西二丁目４番
12号梅田センター
ビル25階

エルケア株
式会社エル
ケア新大宮
ケアセンタ
ー

630-8115
奈良県奈良市大宮
町五丁目３－14不
動ビル201号室

居宅介護
重度訪問介護
同行援護

申請者住所 奈良市左京三丁目15番地の８

申請者氏名 沼田 尚起

道路の位置 奈良市三条桧町390番９及び391番１の各
一部

道路の幅員 最大6.02ｍ 最小6.02ｍ

道路の延長 25.52ｍ

指定年月日 平成29年２月１日

指 定 番 号 第Ｈ2819号



奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成29年２月２日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺、近鉄学園前駅周辺及び近鉄富雄駅周
辺自転車等放置禁止区域
４ 保管場所

奈良市大安寺西二丁目288－１
奈良市自転車等保管施設

５ 引取期間
告示日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条

例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定す
る市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）を除
く。
６ 引取時間

午前９時から午後４時30分まで
７ 引取りのための必要事項
⑴ 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認でき
るもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお持ちく
ださい。

⑵ 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。
ア 移動費 自転車 2,000円

原動機付自転車 4,000円
イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内

は無料）
８ 連絡先 奈良市市民生活部 交通政策課

電話0742－34－1111代表
（平成29年２月２日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第74号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成29年２月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成28年11月22日 奈良市指令整開 第16Ａ－34号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成29年２月２日 第1557号
公共施設 平成29年２月２日 第748号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市中山町２番１、２番３及び18番の一部

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市二名三丁目952－１
株式会社けいはんなヘルパーステーション
代表取締役 久保 吉伸

５ 公共施設の種類、位置及び区域

⑴ 道路
奈良市中山町２番１の一部及び２番３の一部

（平成29年２月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第75号
奈良市住居表示に関する条例（昭和42年奈良市条例第21
号）第３条の規定により、次のとおり住居番号をつけたの
で、同条例第３条第４項の規定により告示します。
平成29年２月３日

奈良市長 仲 川 元 庸
次のとおり省略

（平成29年２月３日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第76号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年２月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成29年２月６日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成29年２月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第77号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成29年２月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成28年12月６日 奈良市指令整開 第16Ａ－39号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成29年２月６日 第1558号
３ 開発区域に含まれる地域

奈良市六条町225番３の一部
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

奈良市六条町225番地の３
綿谷 貢

（平成29年２月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第78号
奈良市観光案内所規則（平成21年奈良市規則第60号）第
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５条ただし書により、次のとおり観光案内所を臨時に休館
します。
平成29年２月７日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成29年２月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第79号
森林法（昭和26年法律第249号）第10条の６第３項の規
定により奈良市森林整備計画を変更したいので、同法第10
条の６第４項において準用する同法第６条第１項の規定に
より次のとおり公告し、当該市町村森林整備計画の案を縦
覧に供します。
なお、奈良市森林整備計画の案に意見のある者は、縦覧
期間が完了する日までに、奈良市長に対し、理由を付した
文書をもって、意見書を提出することができます。
平成29年２月７日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 縦覧場所
奈良市役所 観光経済部農林課

２ 縦覧期間
自 平成29年２月７日
至 平成29年３月10日

（平成29年２月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第80号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年２月７日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成29年２月７日
３ 移動対象区域

近鉄奈良駅周辺、近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京
駅周辺及び近鉄平城駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成29年２月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第81号
身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１
項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良市
身体障害者福祉法施行細則（昭和62年奈良市規則第29号）
第３条の規定により告示します。
平成29年２月７日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成29年９月５日
（火 曜 日）

施 設 名 休 館 日

奈良市観光センター 平成29年２月15日～平成29年６月
３日

指定日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目
（障害名）

平成29年
２月３日

人羅 俊明
医療法人康仁会
西の京病院

奈良市六条町102－１
整形外科

（肢体不自由）

平成29年
２月３日

木下 聡子
医療法人新生会

総合病院高の原中央病院
奈良市右京一丁目３番地の３

神経内科
（肢体不自由）

（平成29年２月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第82号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項
の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次の

とおり指定しましたので、同法第55条の３の規定により告
示します。
平成29年２月８日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関

施設又は実施する事業の種類 指定年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

ケアサポートなずな 奈良県奈良市大安寺七丁目６
番16号－107 居宅 訪問介護

介護予防 訪問介護
居宅介護支援事業（介護計画作成）

平成29年２月１日
株式会社樹輝 奈良県奈良市大安寺七丁目６

番16号－107



（平成29年２月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第83号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成29年２月９日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成28年12月６日 奈良市指令整開 第16Ａ－36号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成29年２月９日 第1559号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市石木町672番

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市菅原町522番地の３ＢＬＯＯＭ伏見201号
中内 祥文

（平成29年２月９日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第84号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。

平成29年２月９日
奈良市長 仲 川 元 庸

１ 許可の年月日及び番号
平成28年８月22日 奈良市指令整開 第16Ａ－22号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成29年２月９日 第1560号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市山陵町464番２の一部

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良県山辺郡山添村北野985
北出 繁裕

（平成29年２月９日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第85号
平成28年度市・県民税過年度分、第２期分、第３期分及
び平成28年度固定資産税・都市計画税第３期分の督促状を
郵送したが、その送達を受けるべき者の住所等が不明のた
め送達することができないので、地方税法（昭和25年法律
第226号）第20条の２及び奈良市税条例（昭和46年奈良市
条例第12号）第６条の規定により、次のとおり公示送達し
ます。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室納
税課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申し出があ
ればいつでも交付します。
平成29年２月９日

奈良市長 仲 川 元 庸

―24―
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ヘルパーステーション
かごのき

奈良県奈良市中町2313番地の
２ 居宅 訪問介護

介護予防 訪問介護
平成29年２月１日

株式会社 ケアブレーン 奈良県奈良市中町2313番地の
２

和デイサービスセンター 奈良県奈良市法蓮町471番地の
１ 居宅 通所介護

介護予防 通所介護
平成29年２月１日

株式会社 樹 奈良県奈良市法蓮町471番地の
１

１ この督促状の発送年月日及び納期限
調定年度及び税目 期 別 発送年月日 納期限

平成28年度市・県民税 25年度分 平成28年11月18日 平成28年11月30日
平成28年度市・県民税 26年度分 平成28年11月18日 平成28年11月30日
平成28年度市・県民税 27年度分 平成28年11月18日 平成28年11月30日
平成28年度市・県民税 第２期分 平成28年９月20日 平成28年９月30日
平成28年度市・県民税 第３期分 平成28年11月18日 平成28年11月30日
平成28年度固定資産・都市計画税 第３期分 平成28年12月20日 平成29年１月４日
２ この公示送達により変更した後の納期限
平成29年２月26日

３ 送達を受けるべき者
別紙のとおり

別紙省略
（平成29年２月９日掲示済）

―――――――――――――――――――

奈良市告示第86号
次の表の左欄に記載する者に対する土地区画整理法（昭
和29年法律第119号）第77条第２項の規定による「工作物
等移転又は除却の通知及び照会」は、送付したが受領を拒
まれたので、同法第133条第１項及び同条第２項において
準用する同法第77条第５項の規定により、書類の送付に代
えて通知及び照会の内容をそれぞれ当該右欄のとおり公告



別紙省略
（平成29年２月10日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第88号
平成28年度軽自動車税納税通知書を郵送したが、その送
達を受けるべき者の住所等が不明なため送達することがで
きないので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の
２及び奈良市税条例（昭和46年奈良市条例第12号）第６条
の規定により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は財務部税務室市民
税課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれ
ばいつでも交付します。
平成29年２月10日

奈良市長 仲 川 元 庸

別紙省略
（平成29年２月10日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第89号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により横井東町自治会から告示した事項の変更の届
出がありましたので、同条第10項の規定により次のとおり
告示します。
平成29年２月14日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成29年１月８日

（平成29年２月14日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第90号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年２月14日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日
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する。
平成29年２月10日

奈良市長 仲 川 元 庸

工作物等移転又は除却の通知及び照会

書類の送付を受けるべき者
通 知 及 び 照 会

氏 名 住 所

上田 和典
上田 弘子

奈良市青野町一丁目８番10号
奈良市青野町一丁目８番10号 工作物等移転又は除却の通知及び照会(別紙）

別紙省略
（平成29年２月10日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第87号
次の表の左欄に記載する者に対する土地区画整理法（昭
和29年法律第119号）第77条第２項の規定による「工作物

等移転又は除却の通知及び照会」は、送付したが受領を拒
まれたので、同法第133条第１項及び同条第２項において
準用する同法第77条第５項の規定により、通知及び照会の
内容を当該掲示されている旨、公告する。
平成29年２月10日

奈良市長 仲 川 元 庸
工作物等移転又は除却の通知及び照会

書類の送付を受けるべき者
通 知 及 び 照 会

氏 名 住 所

上田 和典
上田 弘子

奈良市青野町一丁目８番10号
奈良市青野町一丁目８番10号 工作物等移転又は除却の通知及び照会(別紙）

掲 示 場 所

奈良市青野町 広報板
奈良市青野町 仮設掲示板
奈良市西大寺南町 西大寺駅周辺整備事務所（明光第５ビル）入口扉

１ この通知書の発送年月日 平成28年５月10日

２ この公示送達により変更す
る納期限

変
更
前
平成28年５月31日

変
更
後
平成29年２月28日

３ 送達を受けるべき者 別紙のとおり

変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

圡田 博一
奈良市横井三丁目
103番地の３

山田 診才
大和郡山市九条町
960番地の36



平成29年２月14日
３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁

止区域
以下省略

（平成29年２月14日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第91号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第10条第３項の規定により利用者又は所有
者から引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、
奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規則（昭和59
年奈良市規則第35号）第５条の規定により告示します。
平成29年２月14日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 処分の根拠
告示日から60日経過したにもかかわらず、引取りがな
いため。
２ 処分対象自転車等の保管場所

奈良市大安寺西二丁目288－１
奈良市自転車等保管施設

３ 処分年月日
平成29年２月14日

４ 処分対象自転車等の移動年月日
平成28年７月５日、同月７日、同月10日、同月12日、

同月14日、同月21日、同月25日及び同月26日
（平成29年２月14日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第92号
奈良市既存高齢者施設等の防犯対策強化事業補助金交付
要綱を次のように定める。
平成29年２月14日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市既存高齢者施設等の防犯対策強化事業補助金
交付要綱

（目的）
第１条 高齢者施設等の防犯対策を強化するために必要な
安全対策に要する経費について、予算の範囲内において
奈良市既存高齢者施設等の防犯対策強化事業補助金（以
下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付
に関しては、社会福祉法人の助成申請手続きに関する条
例（昭和47年奈良市条例第23号）及び奈良市補助金等交
付規則（昭和59年奈良市規則第23号。以下「規則」とい
う。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところに
よる。
（定義）
第２条 この要綱において「高齢者施設等」とは、次に掲
げる施設をいう。
⑴ 特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第
133号）第20条の５に規定する特別養護老人ホームを
いう。）

⑵ 介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第
123号。以下「法」という。）第８条第28項に定める介
護老人保健施設をいう。）
⑶ 養護老人ホーム（老人福祉法第20条の４に規定する
養護老人ホームをいう。）
⑷ 軽費老人ホーム（老人福祉法第20条の６に規定する
軽費老人ホームをいう。）
⑸ 老人短期入所施設（法第８条第９項に規定する短期
入所生活介護及び法第８条の２第７項に規定する介護
予防短期入所生活介護を行う事業所をいう。）
⑹ 認知症高齢者グループホーム（法第８条第20項に規
定する認知症対応型共同生活介護及び法第８条の２第
15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を
行う事業所をいう。）
⑺ 小規模多機能型居宅介護事業所（法第８条第19項に
規定する小規模多機能型居宅介護及び法第８条の２第
14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を行
う事業所をいう。）

⑻ 看護小規模多機能型居宅介護事業所（介護保険法施
行規則（平成11年厚生省令第36号）第17条の12に規定
する看護小規模多機能型居宅介護を行う事業所をい
う。）
⑼ 有料老人ホーム（老人福祉法第29条第１項に規定す
る有料老人ホームのうち、同項の規定による届出を
行ったものをいう。）
⑽ 指定通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜
に指定通所介護以外のサービスを提供する旨の届出を
行っている指定通所介護事業所（「指定通所介護事業
所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以
外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び
運営に関する指針について」（平成27年４月30日付老
振発第0430第１号）に基づき、指定通所介護事業所に
おいて夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス
を提供する場合の届出を行ったものをいう。）
（補助対象事業者）
第３条 補助金の交付を受けることができる事業者（以下
「補助対象事業者」という。）は、市内に高齢者施設等
を有し、高齢者施設等を運営する事業者であって、法人
の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告（当該申
告の義務を有する者に限る。）を行い、かつ、本市の市
税（法人の市民税、固定資産税及び都市計画税、軽自動
車税、特別土地保有税並びに事業所税をいう。）を滞納
していないものとする。
（補助対象事業）
第４条 補助金の交付を受けることができる事業（以下
「補助対象事業」という。）は、地域介護・福祉空間整
備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交
付金実施要綱（平成18年５月29日付老発第0529001号厚
生労働省老健局長通知）に規定する高齢者施設等の防犯
対策を強化するために必要な安全対策に要する経費を支
援する事業で、次のいずれにも該当するものとする。
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平成29年９月５日
（火 曜 日）第338号 奈 良 市 公 報



⑴ 既存の高齢者施設等の防犯対策を目的とした事業で
あること。

⑵ 次に掲げる設備を高齢者施設等に整備するものであ
ること。
ア フェンス（境界を作り、人が容易に敷地内や建物
に接近することを防ぐ効果があるものに限る。）

イ 110番直結非常通報装置
ウ カメラ付きインターホン
エ 防犯カメラ
オ 人感センサー（人の出入りを感知するセンサー付
ライト、人の出入りを感知し、ベルで音を鳴らすも
の等）

カ その他これらと同様の防犯効果が見込まれるもの
⑶ 総事業費が30万円以上であること。
⑷ 高齢者施設等の目的以外の用途に使用するためのも
のではないこと。

⑸ 過去にこの事業の申請をしていないこと。
（補助対象経費）
第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象
経費」という。）は、防犯対策を目的とした施設等の整
備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（工事
施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、
消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をい
い、その額は、工事費又は工事請負費の2.6％に相当す
る額を限度額とする。）とする。
（補助金の額）
第６条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額と総事業
費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した
額とを比較して少ない方の額と180万円とを比較して少
ない方の額に２分の１を乗じて得た額（その額に1,000
円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とす
る。
（補助金交付申請の添付書類）
第７条 規則第４条第１項に規定する補助金等交付申請書
に添付すべき書類は、次のとおりとする。
⑴ 申請額算出内訳書（別記第１号様式）
⑵ 事業計画書（別記第２号様式）
⑶ 市税の滞納がないことの証明書（申請日前30日以内
に交付を受けたものに限る。）
⑷ その他市長が必要と認める書類
（補助金交付の条件）
第８条 この要綱による補助金の交付の決定には、次に掲
げる条件を付するものとする。
⑴ 事業者は、市長の承認を受けて補助対象事業により
取得し、又は効用の増加した財産を処分することによ
り、収入が生じた場合には、その収入の全部又は一部
を市に納付すること。

⑵ 事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の
増加した財産については、当該補助対象事業の完了後
においても善良な管理者の注意をもって管理するとと
もに、その効率的な運営を図ること。

⑶ 事業者は、補助対象事業を行うために建設工事の完
成を目的として締結するいかなる契約においても、契
約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせ
ることを承諾しないこと。
⑷ 事業者は、補助対象経費について、重複してお年玉
付郵便葉書等寄附金配分金の交付を受けないこと。
⑸ 事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の
増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取
得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器
具その他の財産については、補助金等に係る予算の執
行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255
号。以下「適化法施行令」という。）第14条第１項第
２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経
過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交
付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、
担保に供し、取り壊し、又は廃棄しないこと。
⑹ 事業者は、補助対象事業完了後に、消費税及び地方
消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費
税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び
地方消費税に係る消費税仕入控除税額報告書（別記第
３号様式）により速やかに市長に報告すること。なお、
事業者が全国的に事業を展開する組織の１支部、１支
社、１支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の
申告を行なわず、本部、本社、本所等で消費税及び地
方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本
所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行う
こと。この場合において、市長は、当該仕入控除税額
の全部又は一部を市に納付させる場合がある。
⑺ 事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明ら
かにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠
書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の
確定の日（補助対象事業の中止又は廃止の承認を受け
た場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終
了後５年間保管すること。ただし、補助対象事業によ
り取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産
がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産
処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第１項第
２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経
過する日のいずれか遅い日まで保管すること。
⑻ 事業者が補助対象事業を行うために締結する契約の
相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受
けてはならないこと。ただし、共同募金会に対してな
された指定寄附金を除く。
⑼ 事業者は、補助対象事業を行うために締結する契約
については、一般競争入札に付するなど市が行う契約
手続の取扱いに準拠すること。
（完了実績報告の添付書類）
第９条 規則第14条第２号に規定する市長が必要と認める
書類は、次のとおりとする。
⑴ 精算額算出内訳書（別記第４号様式）
⑵ 事業実績報告書（別記第５号様式）
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⑶ その他市長が必要と認める書類
（その他）
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、そ

の都度市長が定める。
附 則

この告示は、平成29年２月14日から施行する。
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第４号様式（第９条関係）



（平成29年２月14日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第93号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年２月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 工 事 名 京終駅復元工事（第１期）
⑵ 工事場所 奈良市南京終町211番地他
⑶ 工事期間 契約の日から平成29年３月31日まで
⑷ 工事概要 建築主体工事一式 電気設備工事一式
⑸ 予定価格 9,030千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
⑹ 最低制限基準価格 7,903千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成29年２月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第94号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。

なお、この入札は、変動型最低制限価格制度を採用しま
す。詳細は、予定価格及び最低制限価格等の設定に関する
事務取扱要領によります。
平成29年２月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 工 事 名 頭首工整備工事

（石木町地内・源代井堰）
⑵ 工事場所 奈良市石木町地内
⑶ 工事期間 契約の日から平成30年３月23日まで
⑷ 工事概要 鋼製起伏ゲート Ｌ＝29.0ｍ Ｈ＝1.5ｍ

ゲート改築工一式 土工一式
仮設工一式

⑸ 予定価格 84,230千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

⑹ 最低制限モデル型算出価格 66,724千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

以下省略
（平成29年２月15日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第95号
次のとおり電子入札による一般競争入札に付しますので、
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第
１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第
２条の規定により公告します。
平成29年２月15日
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奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
平城西中学校東校舎外壁塗装改修工事（各工事の工事
件名、工事場所、工期、工事概要、予定価格、最低制限
基準価格及び最低制限モデル型算出価格は別表のとお
り）
以下省略

（平成29年２月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第96号
奈良市住居表示に関する条例（昭和42年奈良市条例第21
号）第３条第３項第１号の規定により、次のとおり住居番
号を変更したので、同条第４項の規定により告示します。
平成29年２月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更する住居番号

（平成29年２月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第97号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年２月16日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成29年２月16日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成29年２月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第98号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年２月17日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成29年２月17日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺、近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京
駅周辺及び近鉄平城駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成29年２月17日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第99号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定によ
り医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規定に
より告示します。
平成29年２月17日

奈良市長 仲 川 元 庸
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住居表示を変更した建造物の表示

変 更 前 西大寺宝ヶ丘６番４号

変 更 後 西大寺宝ヶ丘６番４－１号

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

なら訪問看護リハビリステーション 奈良県奈良市大安寺二丁目３番13号 平成29年２月１日

（平成29年２月17日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第100号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項
の規定において準用する同法第50条の２の規定により指定

介護機関から次のとおり変更した旨の届出がありましたの
で、同法第55条の３の規定により告示します。
平成29年２月17日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関
開設者 変更年月日

名称 所在地

旧 株式会社今小路薬局 西大寺店 奈良県奈良市西大寺南町２－28
マンション・オカザワ１－Ｄ 株式会社 今小路薬局

平成28年４月１日

新 今小路薬局 西大寺店 奈良県奈良市西大寺南町２－28
マンション・オカザワ１－Ｄ 株式会社 今小路薬局

旧 株式会社今小路薬局 奈良県奈良市川久保町19－５ 株式会社 今小路薬局

平成28年４月１日

新 今小路薬局 奈良県奈良市川久保町19－５ 株式会社 今小路薬局



―32―

平成29年９月５日
（火 曜 日）第338号 奈 良 市 公 報

旧 ふれあいデイサービス 奈良県奈良市西木辻町206 やぎ
もとビル１Ｆ

株式会社リールステー
ジ

平成28年９月１日
新 リールデイサービス西木辻 奈良県奈良市西木辻町206 やぎ

もとビル１Ｆ
株式会社リールステー
ジ

旧 訪問介護ふれあい 奈良県奈良市都祁白石町1178 株式会社リールステー
ジ

平成28年９月１日
新 リールヘルパーステーション都

祁 奈良県奈良市都祁白石町1178 株式会社リールステー
ジ

旧 エリシオン看護ステーション 奈良県奈良市石木町800 医療法人仁誠会
平成28年９月１日

新 エリシオン巡回型ステーション 奈良県奈良市石木町800 医療法人仁誠会

旧 デイサービスセンター都祁の郷 奈良県奈良市都祁白石町1178 株式会社リールステー
ジ

平成28年９月１日
新 リールデイサービス都祁 奈良県奈良市都祁白石町1178 株式会社リールステー

ジ

（平成29年２月17日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第101号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項
の規定において準用する同法第50条の２の規定により指定

介護機関から事業を休止した旨の届出がありましたので、
同法第55条の３の規定により告示します。
平成29年２月17日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関

休止した施設又は休止した事業の種類 休止年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

アースサポート奈良 奈良県奈良市内侍原町46番地の
１

居宅介護支援事業（介護計画作成） 平成28年10月１日
アースサポート株式会
社

東京都渋谷区本町１丁目４番14
号

（平成29年２月17日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第102号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項にお
いて準用する同法第50条の２の規定により施術者から事業

を廃止した旨の届出がありましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成29年２月17日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
廃止した施術の種類 廃止年月日

施術所の名称 施術所の所在地

伊丹 毅

柔道整復 平成29年１月４日
ひまわり整骨院 奈良県奈良市石木町100番地１

イオンタウン富雄南内

石橋 美智恵

柔道整復 平成29年１月４日
ひまわり整骨院 奈良県奈良市石木町100番地１

イオンタウン富雄南内

（平成29年２月17日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第103号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規
定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の

規定により次のとおり告示します。
平成29年２月17日

奈良市長 仲 川 元 庸



（平成29年２月17日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第104号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第54条の規定に基
づく差押調書（謄本）については、その送達を受けるべき
者の住所等が不明のため送達することができないので、地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定
により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室滞
納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
あればいつでも交付します。
平成29年２月17日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書
差押調書（謄本）

２ 送達を受けるべき者
省略

（平成29年２月17日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第105号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年２月20日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成29年２月20日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺、近鉄学園前駅周辺、近鉄富雄駅周辺
及び近鉄菖蒲池駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成29年２月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第106号
平成29年２月28日奈良市議事堂に奈良市議会定例会を招
集します。
平成29年２月21日

奈良市長 仲 川 元 庸
（平成29年２月21日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第107号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良

市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年２月21日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成29年２月21日
３ 移動対象区域

近鉄奈良駅周辺、近鉄新大宮駅周辺及び近鉄高の原駅
周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成29年２月21日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第108号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第54条の規定に基
づく差押調書（謄本）については、その送達を受けるべき
者の住所等が不明のため送達することができないので、地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定
により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室滞
納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
あればいつでも交付します。
平成29年２月21日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書

差押調書（謄本）
２ 送達を受けるべき者

省略
（平成29年２月21日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第109号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により地縁団体 奈保町自治会から告示した事項の
変更の届出がありましたので、同条第10項の規定により次
のとおり告示します。
平成29年２月22日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更があった事項及びその内容
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奈 良 市 公 報 第338号
平成29年９月５日
（火 曜 日）

指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地
中山 誠

柔道整復 平成29年１月４日
ひまわり整骨院 奈良県奈良市石木町100番地１

イオンタウン富雄南内

変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

筒井 修
奈良市奈保町
18番24号

小間 則夫
奈良市奈保町
４番13号



２ 変更の年月日
平成29年２月11日

（平成29年２月22日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第110号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により押上町自治会から告示した事項の変更の届出
がありましたので、同条第10項の規定により次のとおり告
示します。
平成29年２月22日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成29年１月22日

（平成29年２月22日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第111号
奈良市都祁相河町の一部の土地について、国土調査法（
昭和26年法律第180号）による地籍調査を行い、地図及び
簿冊を作成したので、同法第17条第１項の規定により公示
する。
なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供
する。
平成29年２月22日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 地図及び簿冊の名称

地籍図及び地籍簿
２ 地図は平成28年１月測量、簿冊は平成27年11月９日（
一筆地調査が終了した日）現在の状況により調査し、作
成したものである。
３ 閲覧期間

平成29年２月23日から平成29年３月14日まで 20日間
４ 閲覧場所

奈良市都祁行政センター地域振興課
（奈良市都祁白石町1026番地の１）

５ 閲覧の結果、誤り等があると認めた場合は、上記の閲
覧期間内に、当該調査を行った者に対し、訂正の申し出
をすることができる。
６ 誤り等訂正の申し出は、書面によることになっている
ので、各自印章を持参すること。
７ 誤り等訂正申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で
交付する。
８ 閲覧時間は、期間中毎日午前８時30分から午後５時ま
での間とする。

（平成29年２月22日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第112号
一般競争入札により次のとおり市有財産を公売するので、
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第
１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第
２条の規定により公告します。
平成29年２月22日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成29年９月５日
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変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

冨森 幸昭
奈良市押上町
20番地の２

有山 行基
奈良市押上町
29番地の１

１ 公売物件
１号物件

２号物件

所 在 地 番 地 目 公簿面積 実測面積 最低入札価格

奈良市古市町 1865－１
1865－２

雑種地
雑種地

921㎡
48㎡

921.99㎡
48.22㎡ 815万円

所 在 地 番 地 目 公簿面積 実測面積 最低入札価格

奈良市古市町 1864－１ 雑種地 769㎡ 769.68㎡ 671万円

以下省略
（平成29年２月22日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第113号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年２月23日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成29年２月23日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成29年２月23日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第114号
奈良市国民健康保険料督促状を郵送しましたが、その送
達を受けるべき者の住所等が不明のため送達することがで
きないので奈良市国民健康保険条例（昭和34年奈良市条例
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奈 良 市 公 報 第338号
平成29年９月５日
（火 曜 日）

第13号）第22条において準用する地方税法（昭和25年法律
第226号）第20条の２の規定により、次のとおり公示送達
します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、奈良市保健福祉

部国保年金課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申
し出があればいつでも交付します。
平成29年２月23日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ この督促状の調定年度及び期別

調定年度 期 別
平成27（25）年度国民健康保険料督促状 第８月期
平成27（26）年度国民健康保険料督促状 第８月期
平成27年度国民健康保険料督促状 第８・９・10・11・12・１・２・３月期
平成28（27）年度国民健康保険料督促状 第６月期
平成28年度国民健康保険料督促状 第６・７・８・９・10・11・12・１月期
２ 送達を受けるべき者

別紙公示送達名簿に記載
別紙省略

（平成29年２月23日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第115号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により西大寺新町一丁目自治会から告示した事項の
変更の届出がありましたので、同条第10項の規定により次
のとおり告示します。
平成29年２月27日

奈良市長 仲 川 元 庸

変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

永嶌 健次郎
奈良市西大寺新町
一丁目７番５号

山下 隆
奈良市西大寺新町
一丁目４番10－１号

１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成29年２月19日

（平成29年２月27日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第116号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定
により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出がありま
したので、同法第55条の３の規定により次のとおり告示し
ます。
平成29年２月27日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

ASKAレディースクリニック 奈良県奈良市北登美ヶ丘三丁目３番17号 平成28年11月30日

（平成29年２月27日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第117号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定によ

り医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規定に
より告示します。
平成29年２月27日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

医療法人明日香会 ASKAレディースクリニック 奈良県奈良市北登美ヶ丘三丁目３番17号 平成28年12月１日

（平成29年２月27日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第118号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項
の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次の

とおり指定しましたので、同法第55条の３の規定により告
示します。
平成29年２月27日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関

施設又は実施する事業の種類 指定年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

フレンド倶楽部学園前 奈良県奈良市西登美ヶ丘七丁
目13－31

地域密着型 小規模多機能型居宅介護
地域密着型 介護予防小規模多機能型
居宅介護

平成28年11月１日
ウェルコンサル株式会社 奈良県奈良市三条大路五丁目

２番61号



（平成29年２月27日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第120号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成29年２月27日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成28年５月23日 奈良市指令整開 第16Ａ－２号
平成29年２月10日 奈良市指令整開

第16Ａ－２－１号
２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成29年２月24日 第1561号
公共施設 平成29年２月24日 第749号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市西大寺竜王町一丁目1630番１の一部、1632番５、
1632番６、1632番７、1632番８、1632番９及び1632番10
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

奈良市平松五丁目30番３－１号
リアルアセット株式会社
代表取締役 久保西 竜成

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道 路
奈良市西大寺竜王町一丁目1630番１の一部

⑵ 歩 道
奈良市西大寺竜王町一丁目1630番１の一部

⑶ 管路敷
奈良市西大寺竜王町一丁目1632番５、1632番６、

1632番７、1632番８、1632番９及び1632番10

⑷ 公 園
奈良市西大寺竜王町一丁目1630番１の一部

⑸ 調整池
奈良市西大寺竜王町一丁目1630番１の一部

⑹ 下水道
奈良市西大寺竜王町一丁目1630番１の一部

（平成29年２月27日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第121号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成29年２月27日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成28年６月15日 奈良市指令整開 第16Ａ－５号
平成29年２月３日 奈良市指令整開

第16Ａ－５－１号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成29年２月27日 第1562号
公共施設 平成29年２月27日 第750号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市秋篠町666番、667番、668番、669番２、670番
２、671番２、673番２、678番２、679番２、685番２、
687番２
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

奈良市西大寺東町二丁目１番63号
三和住宅株式会社
代表取締役 小林 正樹

５ 公共施設の種類、位置及び区域

―36―

平成29年９月５日
（火 曜 日）第338号 奈 良 市 公 報

（平成29年２月27日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第119号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項にお
いて準用する同法第50条の２の規定により施術者から事業

を廃止した旨の届出がありましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成29年２月27日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
廃止した施術の種類 廃止年月日

施術所の名称 施術所の所在地

林 典雄

はり・きゅう 平成29年１月31日ファインストレッチ鍼灸
院

奈良県奈良市南京終町三丁目
1531番地

播磨 夢

はり・きゅう 平成29年１月31日ファインストレッチ鍼灸
院

奈良県奈良市南京終町三丁目
1531番地

垣内 奈津子

はり・きゅう 平成29年１月31日ファインストレッチ鍼灸
院

奈良県奈良市南京終町三丁目
1531番地



⑴ 道路
奈良市秋篠町666番の一部、667番の一部、669番２

の一部、670番２の一部、673番２の一部、678番２の
一部、679番２の一部、685番２及び687番２の一部

⑵ 公園
奈良市秋篠町666番の一部

⑶ 調整池
奈良市秋篠町670番２の一部、671番２の一部及び

673番２の一部
⑷ 管路敷地
奈良市秋篠町671番２の一部

⑸ 防火水槽
奈良市秋篠町670番２の一部及び671番２の一部

⑹ 歩行者道路
奈良市秋篠町666番の一部、679番２の一部及び687

番２の一部
⑺ 下水道
奈良市秋篠町666番の一部、667番の一部、669番２

の一部、670番２の一部、673番２の一部、678番２の
一部、679番２の一部、685番２及び687番２の一部

（平成29年２月27日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第122号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと

おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成29年２月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成29年１月31日 奈良市指令整開 第16Ａ－43号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成29年２月28日 第1563号
３ 開発区域に含まれる地域

奈良市法蓮町1091番の一部、1092番１の一部及び1092
番２の一部
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

東京都品川区大崎一丁目11番２号
株式会社ローソン
代表取締役 玉塚 元一

（平成29年２月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示123号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年２月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈 良 市 公 報 第338号
平成29年９月５日
（火 曜 日）

１ 入札に付する事項

項 目 概 要

業 務 名 奈良しみんだより及び市ホームページ広告掲載業務

業務内容

毎月発行する市の広報紙「奈良しみんだより」及び、奈良市が運営する市ホームページに掲載す
る広告主を募集し、広告を掲載する。
•広告取扱業者は各月ごとに市へ広告料を納入する。
•広告主は広告取扱業者を通して広告を掲載し、広告主が広告取扱業者に支払う広告掲載料につ
いては、広告取扱業者と広告主の間で協議して決定する。
•市は広告の内容を審査し、適当と認めるものについて掲載を許可するものとする。
その他詳細は、奈良しみんだより及び市ホームページ広告掲載業務仕様書による。

契約期間 契約日から平成30年４月30日まで

業者選定方法 一般競争入札

以下省略
（平成29年２月28日掲示済）

監 査
奈良市監査委員告示第２号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規
定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知が
あったので、次のとおり公表します。
平成29年２月10日

奈良市監査委員 東 口 喜代一
同 中 本 勝
同 柿 本 元 気

同 東久保 耕 也
生活衛生課
監査結果公表日 平成27年６月26日

（平成27年奈良市監査委員告示第10号）
措置結果通知日 平成29年１月17日



開発指導課
監査結果公表日 平成27年３月30日

（平成27年奈良市監査委員告示第４号）
措置結果通知日 平成29年２月６日

埋蔵文化財調査センター
監査結果公表日 平成28年12月27日

（平成28年奈良市監査委員告示第21号）
措置結果通知日 平成29年２月７日

教育支援課
監査結果公表日 平成28年12月27日

（平成28年奈良市監査委員告示第21号）
措置結果通知日 平成29年２月９日

（平成29年２月10日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市監査委員告示第３号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規
定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知が
あったので、次のとおり公表します。
平成29年２月28日

奈良市監査委員 東 口 喜代一
同 中 本 勝
同 柿 本 元 気
同 東久保 耕 也

消防課
監査結果公表日 平成28年12月27日

（平成28年奈良市監査委員告示第21号）
措置結果通知日 平成29年２月14日

公 営 企 業
奈良市企業局告示第３号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈
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【監査の結果】 【措置の内容】

生活衛生営業等指導用及
び狂犬病予防対策用の領収
書並びに食品衛生等指導用
の領収書については、領収
書綴の払出状況を記録した
領収書交付簿は作成されて
いるが、領収書管理台帳は
作成されていなかった。領
収書綴の受払状況を適正に
管理するため、領収書管理
台帳を作成されたい。

監査の指摘を受けて、平
成27年度から、生活衛生営
業等指導用及び狂犬病予防
対策用の領収書並びに食品
衛生等指導用の領収書につ
いて、領収書綴の受払状況
を適正に管理するため、領
収書管理台帳を作成しまし
た。

【監査の結果】 【措置の内容】

開発指導管理システム機
器保守点検業務委託契約に
ついては、予定価格等を公
表する契約に該当せず、予
定価格等を公にしない契約
であるのに、業者に送付し
た見積り合わせ通知書に予
定価格と最低制限価格を記
載し、見積り合わせを実施
していた。予定価格等を公
表しない契約の場合には、
予定価格等について、厳重
に取扱い、適正な契約事務
を行われたい。

開発指導管理システム機
器保守点検業務委託契約に
ついては、予定価格を公表
できる契約ではないため、
平成27年度から予定価格を
非公表として見積り合わせ
を実施するよう改めました。
今後は、予定価格を非公

表とする重要性を十分認識
し、適正な契約事務を行い
ます。

【監査の結果】 【措置の内容】

⑵ 切手類受払簿と切手等
を照合したところ、レタ
ーパックを購入している
が切手類受払簿にその内
容を記載していなかった。
レターパックは金銭等価
物であるため、購入の事
実に基づき切手類受払簿
に記載し、適正に管理さ
れたい。

⑵ 監査の指摘を受けて、
レターパックの在庫数を
切手類受払簿に記載し、
金銭等価物として適正に
管理するよう改めました。

【監査の結果】 【措置の内容】

教職員教科等研修経費の
市内旅費において、市内旅
行命令に基づき旅行した市
立中学校教諭の旅費支給時
に、所得税を源泉徴収して
いる事例があった。当該旅
費は源泉徴収の対象となる
所得ではないため、適正に
支給されたい。

当該旅費について、誤っ
て源泉徴収した所得税及び
教諭に差引支給した額双方
の戻入処理を行うとともに、
正しい旅費を支給しました。
今後は、源泉徴収が必要
な旅費であるか確認した上
で、適正な事務処理を行い
ます。

【監査の結果】 【措置の内容】

資機材等補給、夜間等緊
急補給及び消防団活動用と
して配備している備蓄ガソ
リン等の管理状況について、
消防課はガソリンスタンド
からの購入及び各消防署へ
の支給等の状況を記載した
管理台帳を作成していなか
った。備蓄ガソリン等は、
内部統制上のリスクがある
ため管理台帳を作成し、適
正に管理されたい。

平成28年12月から資機材
等補給、夜間等緊急補給及
び消防団活動用として配備
している備蓄ガソリン等に
ついて、ガソリンスタンド
からの購入及び各消防署へ
の支給等の状況を記載した
管理台帳を作成し、購入及
び支給等の都度、管理職の
確認を受けた上で、月に１
回所属長の決裁を受けるよ
うにし、適正に管理するよ
う改めました。



良市規則第43号）第２条の規定により公告します。
なお、この入札は、変動型最低制限価格制度を採用しま
す。詳細は、予定価格及び最低制限価格等の設定に関する
事務取扱要領によります。
平成29年２月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

第１ 入札に付する事項
１ 工 事 名 大安寺第１処理分区管渠

きょ

改築工事
２ 工事場所 奈良市北京終町地内 他
３ 工事期間 契約日から平成29年７月31日まで

（ただし、当初契約工期は契約日から平成
29年３月31日までとし、繰り越し手続き後、
工期延期を行う予定。）

４ 工事概要 自立管の反転・形成工法による合流式下水
道管渠更生工

既設管径500㎜ Ｌ＝195.7ｍ
既設管径450㎜ Ｌ＝61.3ｍ
陶管改良工 １箇所
管きょ前処理工 一式

５ 予定価格 59,400千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

６ 最低制限モデル型算出価格 47,073千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

以下省略

（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第４号
公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水
道法（昭和33年法律第79号）第９条の規定に基づき次のと
おり公示します。
その関係図書は、平成29年２月１日から２週間、奈良市
企業局管理部下水道計画管理課に備え置いて縦覧に供しま
す。
平成29年２月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日
平成29年２月15日

２－１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域
奈良市学園大和町一丁目、五条二丁目、法華寺町、南
京終町四丁目及び南京終町三丁目の各一部
２－２ 公共汚水桝設置のうち、供用を開始する箇所

奈良市西大寺赤田町一丁目665番１、法蓮佐保山三丁
目1596番１、柳町10番１、11番１、12番１、南魚屋町１
番３、東向北町15番、古市町1313番４、1319番、1320番、
1321番１、1321番２、1323番１、1326番１、西大寺新町
一丁目168番２、疋田町一丁目41番１、41番３、若葉台
一丁目38番10、宝来四丁目211番７、211番８、古市町
1846番39、南紀寺町四丁目114番９、田中町547番１
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３ 供用を開始する排水施設の位置

管 渠 番 号 起 点 終 点 備考

杣川幹線－52 奈良市学園大和町一丁目1444番２ 奈良市学園大和町一丁目1444番２ ①

杣川幹線－53 奈良市学園大和町一丁目1444番２ 奈良市学園大和町一丁目1376番１ ①

西ノ京幹線－32 奈良市五条二丁目564番２ 奈良市五条二丁目566番 ②

西ノ京幹線－33 奈良市五条二丁目566番 奈良市五条二丁目561番 ③

都跡幹線－348 奈良市法華寺町349番 奈良市法華寺町350番 ④

都跡幹線－349 奈良市法華寺町1273番１ 奈良市法華寺町1270番 ⑤

大安寺第１幹線－245 奈良市南京終町四丁目341番１ 奈良市南京終町四丁目341番３ ⑥

大安寺第１幹線－246 奈良市南京終町三丁目402番３ 奈良市南京終町三丁目402番１ ⑦

４ 供用を開始する排水施設の合流式及び分流式の別
分流式

５ 終末処理場の位置及び名称
大和郡山市額田部南町160番地 奈良県浄化センター

（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第５号

奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定により奈
良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規
程第10条の規定により次のとおり公示します。
平成29年２月13日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

名 称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日

山口住設 山口 益弘 奈良県天理市中之庄町71 平成29年２月10日



（平成29年２月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第９号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈
良市規則第43号）第２条の規定により公告します。
平成29年２月15日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

第１ 入札に付する事項
庁舎増築工事に伴う局敷地内舗装復旧工事、奈良市法
華寺町地内（発注番号、工事名称、工事場所、工期、予
定価格及び最低制限基準価格、参加資格等は別表のとお
り）
以下省略

（平成29年２月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局管理規程第11号
奈良市上下水道事業運営審議会規程を次のように定める。
平成29年２月23日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良市上下水道事業運営審議会規程

（目的）
第１条 この規程は、奈良市附属機関設置条例（平成27年
奈良市条例第１号）第３条及び奈良市報酬及び費用弁償
に関する条例（昭和27年奈良市条例第30号）第５条の規
定により、奈良市上下水道事業運営審議会（以下「審議
会」という｡）の組織及び運営、委員の報酬及び費用弁
償の額その他審議会について必要な事項を定めることを
目的とする。
（組織）
第２条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
２ 委員は、次に掲げる者のうちから奈良市公営企業管理
者（以下「管理者」という。）が委嘱する。
⑴ 学識経験を有する者
⑵ 各種団体を代表する者
⑶ その他管理者が適当と認める者
（任期）
第３条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議
が終了したときまでとする。
（会長及び副会長）
第４条 審議会に会長及び副会長を置く。
２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又
は欠けたときは、その職務を代理する。
（会議）
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（平成29年２月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第６号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定により奈

良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規
程第10条の規定により次のとおり公示します。
平成29年２月13日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

名 称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日

森信設備工業 代表
森下 信哉 奈良県大和郡山市藤原町２－12 平成29年２月10日

（平成29年２月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第７号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定により奈

良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規
程第10条の規定により次のとおり公示します。
平成29年２月13日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

名 称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日

カガワ住設 代表
香川 道雄 奈良市疋田町二丁目４－17 平成29年２月10日

（平成29年２月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第８号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定により奈

良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規
程第10条の規定により次のとおり公示します。
平成29年２月13日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

名 称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日

タイシ住設 森口 栄司 大阪府八尾市東太子二丁目９－20－301 平成29年２月10日



第５条 審議会の会議（以下「会議」という｡）は、会長
が招集する。ただし、会長が互選される前に招集する会
議は、管理者が招集する。
２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開
くことができない。
３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否
同数のときは、会長の決するところによる。
４ 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者
に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、
又は必要な資料の提出を求めることができる。
（報酬）
第６条 委員の報酬の額は、日額10,000円とする。
（費用弁償）
第７条 委員の費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条
例（昭和27年奈良市条例第３号）別表第３項に掲げる職
員の旅費相当額とする。
（庶務）
第８条 審議会の庶務は、経営管理課において行う。
（委任）
第９条 この規程に定めるもののほか、審議会に関し必要
な事項は、会長が定める。
附 則

（施行期日）
この規程は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年２月23日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市企業局告示第10号
配水管等の破損事故に係る工事負担金請求事務等取扱要
綱の一部を改正する告示を次のように定める。
平成29年２月23日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

配水管等の破損事故に係る工事負担金請求事務等取
扱要綱の一部を改正する告示

配水管等の破損事故に係る工事負担金請求事務等取扱要
綱（平成27年奈良市企業局告示第82号）の一部を次のよう
に改正する。
別記様式を次のように改める。
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附 則
この要綱は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年２月23日掲示済）

教 育 委 員 会
奈良市教育委員会告示第２号
平成29年２月定例教育委員会を次のとおり開催しますの
で、奈良市教育委員会会議規則（昭和57年奈良市教育委員
会規則第12号）第３条第２項の規定により告示します。
平成29年２月16日

奈良市教育委員会
委員長 杉 江 雅 彦

１ 日 時
平成29年２月21日（火）
午前９時30分から

２ 場 所
六条小学校 １階 図書室

３ 会議に付すべき事件
教育長報告
⑴ 平成28年度３月補正予算要求及び内示額について
⑵ 平成29年度予算要求内示額について
議事
議案第61号 奈良市児童生徒等就学援助費支給規則の一

部改正について
議案第62号 奈良市社会教育委員の委嘱について
議案第63号 平成29年度奈良市立学校の教材使用の承認

について
議案第64号 平成28年度奈良市立幼稚園修了証書授与式

並びに奈良市立小・中・高等学校、春日中
学校夜間学級卒業証書授与式における奈良
市教育委員会祝辞等について

議案第65号 奈良県立精華学院における学校教育運営に
関する基本方針について

議案第66号 奈良市いじめ防止基本方針策定委員会規則
の制定について

議案第67号 神功幼稚園及び鶴舞幼稚園の用途廃止につ
いて

その他
⑴ 奈良市教育委員会の後援・共催にかかる事業につい
て １月～２月

傍聴受付は、開催日の午前８時30分から午前９時20分ま
でです。定員は15名で、定員になり次第締切させていただ
きます。

（平成29年２月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市教育委員会告示第３号
奈良市立小学校通学区域について（平成８年奈良市教育
委員会告示第４号）の一部を次のように改正する。
平成29年２月17日

奈良市教育委員会

委員長 杉 江 雅 彦
並松小学校通学区域の部分を削り、都祁小学校通学区域
の部分中「都祁白石町」を「都祁南之庄町、都祁甲岡町、
来迎寺町、都祁友田町、藺生町、都祁小山戸町、都祁相河
町、都祁白石町」に改め、「針町」の次に「、都祁吐山町、
都祁こぶしが丘、針ヶ別所町、小倉町、上深川町、下深川
町、荻町、都祁馬場町」を加え、吐山小学校通学区域及び
六郷小学校通学区域の部分を削る。

附 則
この告示は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年２月17日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市教育委員会告示第４号
奈良市立中学校通学区域について（平成８年奈良市教育
委員会告示第５号）の一部を次のように改正する。
平成29年２月17日

奈良市教育委員会
委員長 杉 江 雅 彦

都南中学校通学区域の部分中「、精華小学校通学区域」
を削る。
都祁中学校通学区域の部分中「並松小学校通学区域、」
及び「、吐山小学校通学区域、六郷小学校通学区域」を削
る。

附 則
この告示は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年２月17日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市児童生徒等就学援助費支給規則の一部を改正する
規則をここに公布する。
平成29年２月28日

奈良市教育委員会
委員長 杉 江 雅 彦

奈良市教育委員会規則第１号
奈良市児童生徒等就学援助費支給規則の一部を改正
する規則

奈良市児童生徒等就学援助費支給規則（平成27年奈良市
教育委員会規則第21号）の一部を次のように改正する。
第２条第１項中「学齢生徒」の次に「並びに入学予定者
（翌年度に小学校又は中学校に入学することを予定してい
る者をいう。）」を加える。

附 則
この規則は、平成29年３月１日から施行する。

（平成29年２月28日掲示済）

選挙管理委員会
奈良市選挙管理委員会告示第２号
平成29年３月２日に本市の選挙人名簿に登録する者の氏
名、住所及び生年月日を記載した書面を、平成29年３月３
日から平成29年３月７日までの間、毎日午前８時30分から
午後５時まで、次の場所で縦覧に供します。
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平成29年２月１日
奈良市選挙管理委員会
委員長 西久保 武 志

縦覧場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所 北棟４階
選挙管理委員会事務局内

（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市選挙管理委員会告示第３号
本市の在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官
の名称、最終住所及び生年月日を記載した書面を、平成29
年３月３日から平成29年３月７日までの間、毎日午前８時
30分から午後５時まで、次の場所で縦覧に供します。
平成29年２月１日

奈良市選挙管理委員会
委員長 西久保 武 志

縦覧場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所 北棟４階
選挙管理委員会事務局内

（平成29年２月１日掲示済）

農 業 委 員 会
奈良市農業委員会告示第３号
奈良市農業委員の選任に関する規程を次のように定める。
平成29年２月１日

奈良市農業委員会長 大 西 崇 夫
奈良市農業委員の選任に関する規程

（目的）
第１条 この規程は、奈良市農業委員（以下「農業委員」
という。）の推薦、募集その他の選任に係る手続等につ
いて、法令に規定するもののほか、必要な事項を定める
ことを目的とする。
（農業委員の資格）
第２条 奈良市農業委員会（以下「委員会」という。）の
委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適
化の推進に関する事項、その他の委員会の所掌に属する
事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次
の各号のいずれにも該当する者とする。
⑴ 原則として本市に住所を有する者
⑵ 農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号。
以下「法」という。）第８条第４項各号に該当する者
でない者

（推薦の手続等）
第３条 農業委員を推薦する者は、奈良市農業委員会委員
推薦申込書（個人用）（別記第１号様式）又は奈良市農
業委員会委員推薦申込書（団体用）（別記第２号様式）
に次の事項を記載し、奈良市農業委員会事務局へ提出す
るものとする。

⑴ 推薦をする者が個人である場合は、代表者の氏名、
住所、職業、年齢及び性別
⑵ 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名
称、代表者若しくは管理人の氏名、構成員の人数又は
法人若しくは団体の活動の状況
⑶ 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、
経歴及び農業経営の状況
⑷ 推薦を受ける者が認定農業者等であるか否かの別
⑸ 推薦の理由
⑹ 推薦をする者が当該推薦を受ける者について法第19
条第１項の規定による推薦をしているか否かの別

２ 推薦を受ける者は次の各号のいずれかによる推薦を受
けなければならない。
⑴ 農業者からの推薦
⑵ 農業者が組織する団体等からの推薦
⑶ 自治会や団体等からの推薦
（応募の手続等）
第４条 農業委員の募集に応募する者は、奈良市農業委員
会委員応募申込書（別記第３号様式）に次の事項を記載
し、奈良市農業委員会事務局へ提出するものとする。
⑴ 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴
及び農業経営の状況
⑵ 応募の理由及び抱負
⑶ 応募する者が法第19条第１項の規定による募集に応
募しているか否かの別
（推薦を受けた者及び募集に応募した者の公表）
第５条 委員会は、推薦を受けた者又は募集に応募した者
の情報を本市のホームページ等に期間中及び終了後、次
の各号に掲げる事項を遅滞なく公表するものとする。
⑴ 第３条第１項及び前条に掲げる事項（第３条第１項
第１号及び同項第３号並びに前条に規定する住所を除
く。）
⑵ 推薦を受けた者の数
⑶ 募集に応募した者の数
（推薦及び募集の期間）
第６条 推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。
（推薦及び募集の周知）
第７条 農業委員の推薦及び募集に当たっては、本市のホ
ームページへの掲載等その他適切な方法により周知する
ものとする。
（推薦を受けた者及び募集に応募した者の評価）
第８条 市長は農業委員を決定するに当たっては、第３条
の規定による推薦を受けた者及び第４条の規定による応
募した者について、奈良市農業委員会の委員及び農地利
用最適化推進委員候補者評価委員会（以下「評価委員
会」という。）に意見を求めるものとする。
（農業委員の選任）
第９条 市長は、地域間の人数に著しい偏りが生じないよ
う配慮すると共に、評価委員会の意見を尊重して農業委
員の候補者を決定し、議会の同意を得て、任命するもの
とする。
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（農業委員の補充）
第10条 農業委員会は、法第11条に規定する農業委員の罷
免及び法第12条に規定する農業委員の失職並びに法第13
条に規定する農業委員の辞任により、農業委員の欠員の
数が奈良市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委
員の定数に関する条例（平成28年奈良市条例第45号）第
２条に規定する定数の６分の１を超えたときは、この規
程に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充する
ものとする。
（その他）
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に
定める。
附 則

この規程は、公布の日から施行する。
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（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市農業委員会告示第４号
奈良市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程を次
のように定める。
平成29年２月１日

奈良市農業委員会長 大 西 崇 夫
奈良市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

（目的）
第１条 この規程は、奈良市農地利用最適化推進委員（以
下「推進委員」という。）の推薦、募集その他の選任に
係る手続等について、法令に規定するもののほか、必要
な事項を定めることを目的とする。
（担当区域及び募集人数）
第２条 推進委員が担当する地区及び地区ごとの推進委員
の定数は、別表のとおりとする。
（農地利用最適化推進委員の資格）
第３条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募
する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を
有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
⑴ 原則として本市に住所を有する者
⑵ 農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号。
以下「法」という。）第８条第４項各号に該当する者
でない者

（推薦の手続等）
第４条 推進委員を推薦する者は、奈良市農地利用最適化

推進委員推薦申込書（個人用）（別記第１号様式）又は
奈良市農地利用最適化推進委員推薦申込書（団体用）（
別記第２号様式）に次の事項を記載し、奈良市農業委員
会事務局へ提出するものとする。
⑴ 推薦する区域
⑵ 推薦をする者が個人である場合は、代表者の氏名、
住所、職業、年齢及び性別
⑶ 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名
称、代表者若しくは管理人の氏名、構成員の人数又は
法人若しくは団体の活動の状況
⑷ 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、
経歴及び農業経営の状況
⑸ 推薦の理由
⑹ 推薦をする者が、同一の者について、奈良市農業委
員会委員に推薦しているか否かの別

２ 推薦を受ける者は次の各号のいずれかによる推薦を受
けなければならない。
⑴ 農業者からの推薦
⑵ 農業者が組織する団体等からの推薦
⑶ 自治会や団体等からの推薦
３ １の区域について前項の規定による推薦を受けた者は、
同時に他の区域についても推薦を受けることができる。
（応募の手続等）
第５条 推進委員の募集に応募する者は、奈良市農地利用
最適化推進委員応募申込書（別記第３号様式）に次の事
項を記載し、奈良市農業委員会事務局へ提出するものと
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する。
⑴ 応募する区域
⑵ 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴
及び農業経営の状況

⑶ 応募の理由
⑷ 応募する者が、奈良市農業委員会委員の募集に応募
しているか否かの別

２ １の区域について前項の規定による募集に応募した者
は、同時に他の区域についても応募することができる。
（推薦を受けた者及び募集に応募した者の公表）
第６条 奈良市農業委員会は、推薦を受けた者又は募集に
応募した者の情報を本市のホームページ等に期間中及び
終了後、次の各号に掲げる事項を遅滞なく公表するもの
とする。
⑴ 第４条第１項及び前条第１項に掲げる事項（第４条
第１項第２号及び同項第４号並びに前条第１項第２号
に規定する住所を除く。）
⑵ 推薦を受けた者の数
⑶ 募集に応募した者の数
（推薦及び募集の期間）
第７条 推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。
（推薦及び募集の周知）
第８条 推進委員の推薦及び募集に当たっては、本市のホ
ームページへの掲載等その他適切な方法により周知する
ものとする。

（推薦を受けた者及び募集に応募した者の評価）
第９条 奈良市農業委員会は、推進委員の候補者を決定す
るに当たっては、第４条の規定により推薦を受けた者及
び第５条の規定により応募した者について、奈良市農業
委員会の委員及び農地利用最適化推進委員候補者評価委
員会（以下「評価委員会」という。）に意見を求めるも
のとする。
（推進委員の選任）
第10条 奈良市農業委員会は、評価委員会の意見を尊重し
て、推進委員を奈良市農業委員会総会で決定し、推薦及
び応募した者に選任結果を通知するものとする。
（推進委員の補充）
第11条 農業委員会は、法第21条に規定する推進委員の解
嘱及び法第22条に規定する推進委員の失職並びに法第23
条に規定する推進委員の辞任その他の事由により、推進
委員の欠員の数が奈良市農業委員会の委員及び農地利用
最適化推進委員の定数に関する条例（平成28年奈良市条
例第45号）第３条に規定する定数の６分の１を超えたと
きは、この規程に定める手続に基づき、速やかに推進委
員を補充するものとする。
（その他）
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に
定める。

附 則
この規程は、公布の日から施行する。
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別表（第２条関係）

地 区 名 そ の 地 区 の 区 域 定 数

１区 （中部地区） 鼓阪地区、飛鳥地区、済美地区、椿井地区、佐保地区、大宮地区、
大安寺地区、都跡地区 ２人

２区 （西部地区） 平城地区、右京地区、左京地区、朱雀地区、神功地区、伏見地区、
あやめ池地区、学園地区、登美ヶ丘地区、富雄地区 ２人

３区 （南部地区） 辰市地区、明治地区、東市地区、帯解地区、精華地区 ３人

４区 （東部地区） 田原地区、柳生地区、大柳生地区、東里地区、狭川地区 ６人

５区 （月ヶ瀬・
都祁地区） 月ヶ瀬地区、都祁地区 ５人
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（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市農業委員会告示第５号
奈良市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員候
補者評価委員会設置規程を次のように定める。
平成29年２月１日

奈良市農業委員会長 大 西 崇 夫
奈良市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委
員候補者評価委員会設置規程

（目的及び設置）
第１条 この規程は、奈良市農業委員会の委員（以下「農
業委員」という。）を任命し、又は奈良市農業委員会の
農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」という。）
を委嘱する場合において、公正性及び透明性を確保する
ため、奈良市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進
委員候補者評価委員会（以下「評価委員会」という。）
を設置する。
（所掌事務）
第２条 評価委員会は、農業委員及び推進委員の候補者の
評価を行い、農業委員の候補者の評価にあっては市長に、
推進委員の候補者の評価にあっては奈良市農業委員会に
その結果を報告する。この場合において、評価委員会は、
農業委員及び推進委員の候補者の活動歴等の審査を行う
とともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法
による審査等を行うことができる。
（組織）

第３条 評価委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
２ 委員長は、奈良市農業委員会担当副市長をもって充て
る。
３ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
⑴ 奈良市総務部長
⑵ 奈良市観光経済部長
⑶ 奈良市農林課長
⑷ 奈良市農業委員会事務局長
（委員長）
第４条 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
２ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名
する委員がその職務を代理する。
（会議）
第５条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が
議長となる。
２ 評価委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会
議を開くことができない。
３ 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否
同数のときは、委員長の決するところによる。
（秘密の保持）
第６条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならな
い。その職を退いた後も、同様とする。
（庶務）
第７条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において
処理する。
（その他）
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第８条 この規程に定めるもののほか、評価委員会の運営
等について必要な事項は、委員長が定める。
附 則

この規程は、公布の日から施行する。
（平成29年２月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市農業委員会告示第６号
奈良市農業委員会規程の一部を改正する規程を次のよう
に定める。
平成29年２月１日

奈良市農業委員会長 大 西 崇 夫
奈良市農業委員会規程の一部を改正する規程

奈良市農業委員会規程（昭和32年奈良市農業委員会告示
第２号）の一部を次のように改正する。
第２条の２第１項中「暇」を「時間的余裕」に改め、同
条第２項中「又はその事務を所掌する部会」を削る。
第５条の見出しを「（最適化推進委員会の設置）」に改め、
同条第１項中「農地部会のほかに農政部会」を「奈良市農
地利用最適化推進委員会（以下「最適化推進委員会」とい
う。）」に改め、同条第２項中「農政部会」を「最適化推進
委員会」に改め、同項各号を次のように改める。
⑴ 農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号。
以下「法」という。）第７条第１項の指針の策定に係
る意見提出に関する事項

⑵ 人・農地プランなど地域の農業者等の話し合いの推
進に関する事項

⑶ 農地利用の集積・集約化の推進に関する事項
⑷ 遊休農地の発生防止と解消の推進に関する事項
⑸ 委員活動との連携・農地中間管理機構との連携に関
する事項

第５条に次の１項を加える。
３ 最適化推進委員会の委員は、委員会の農地利用最適化
推進委員（以下「推進委員」という。）をもつて充てる。
第６条の見出しを「（推進委員長）」に改め、同条第１項

中「部会長」を「推進委員長」に、「部会の委員」を「推
進委員」に、「総会」を「最適化推進委員会」に改め、同
条第２項中「部会長」を「推進委員長」に、「委員」を
「推進委員」に改める。
第７条の見出しを「（副推進委員長）」に改め、同条第１

項中「部会に副部会長」を「最適化推進委員会に副推進委
員長」に改め、同条第２項中「副部会長」を「副推進委員
長」に、「部会の委員」を「推進委員」に、「総会」を「最
適化推進委員会」に改め、同条第３項中「副部会長」を「
副推進委員長」に、「委員」を「推進委員」に改め、同条
第４項中「副部会長」を「副推進委員長」に、「部会長」
を「推進委員長」に改める。
第８条を削る。
第７条の２第２項第１号中「執行方針」を「法第７条第
１項の指針の策定」に改め、同項第４号を次のように改め
る。
⑷ その他法第38条第１項の規定に基づき委員会が提出

する意見書の作成等に係る協議に関すること。
第７条の２第３項第２号を削り、同項第３号中「前２
号」を「前号」に改め、同号を同項第２号とし、同条を第
８条とする。
第14条農政係の部分の第１号中「総会」を「委員及び推
進委員の研修会」に改め、同部分の第３号中「農政部会」
を「臨時総会」に改め、同部分中第11号を第12号とし、第
10号を第11号とし、同部分の第９号中「ならびに」を「並
びに」に改め、同号を同部分の第10号とし、同部分中第８
号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号を第７号と
し、同部分の第５号中「委員」の次に「及び推進委員」を
加え、同号を同部分の第６号とし、同部分中第４号を第５
号とし、第３号の次に次の１号を加える。
⑷ 推進委員会に関すること。
第14条農地係の部分の第１号中「農地部会」を「総会（
臨時総会を除く。）」に改め、同部分の第２号中「農地法」
の次に「（昭和27年法律第229号）」を加える。
第17条及び第18条を削る。
第19条第１項中「第29条第２項」を「第35条第２項」に、
「農業委員会等に関する法律第29条」を「法第35条」に改
め、同条第２項中「（昭和27年法律第229号）」を削り、同
条を第17条とする。
第20条第３項を削り、同条を第18条とする。
第21条を第19条とし、第22条を第20条とする。

附 則
この規程は、平成29年７月20日から施行する。

（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市農業委員会告示第７号
奈良市農業委員会総会会議規則の一部を改正する規則を
次のように定める。
平成29年２月１日

奈良市農業委員会長 大 西 崇 夫
奈良市農業委員会総会会議規則の一部を改正する規
則

奈良市農業委員会総会会議規則（昭和32年奈良市農業委
員会告示第３号）の一部を次のように改正する。
第15条の見出し中「部会長の」を「推進委員からの」に
改め、同条中「部会の」を「推進委員の」に、「部会長」
を「推進委員」に改め、同条ただし書を削る。
第16条（見出しを含む。）中「部会長」を「推進委員」
に改める。

附 則
この規則は、平成29年７月20日から施行する。

（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市農業委員会告示第８号
奈良市農業委員会部会会議規則を廃止する規則を次のよ
うに定める。
平成29年２月１日

奈良市農業委員会長 大 西 崇 夫
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奈良市農業委員会部会会議規則を廃止する規則
奈良市農業委員会部会会議規則（昭和32年奈良市農業委
員会告示第４号）は、廃止する。

附 則
この規則は、平成29年７月20日から施行する。

（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市農業委員会告示第９号
奈良市農業委員会互選規程を廃止する規程を次のように
定める。
平成29年２月１日

奈良市農業委員会長 大 西 崇 夫
奈良市農業委員会互選規程を廃止する規程

奈良市農業委員会互選規程（昭和32年奈良市農業委員会
告示第６号）は、廃止する。

附 則
この規程は、平成29年７月20日から施行する。

（平成29年２月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市農業委員会告示第10号
奈良市農業委員会平成29年２月農地部会の会議を次のと
おり招集しますので、奈良市農業委員会部会会議規則（昭
和32年奈良市農業委員会告示第４号）第３条第１項の規定
により告示します。
平成29年２月７日

奈良市農業委員会
農地部会長 今 中 阿 雄

１ 日時
平成29年２月14日（火） 午後１時30分

２ 場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所 北棟６階 第22会議室

３ 審議案件
⑴ 農地法（昭和27年法律第229号）第３条、第４条及
び第５条に関する許可申請及び届出について

⑵ 相続税の納税猶予に関する適格者証明について
⑶ 生産緑地に係る農業の主たる従事者等に関する証明
について

⑷ 農地法施行規則第29条第１号に該当する転用の届出
について（１月専決処理分）

⑸ 農地法第18条第６項の規定による通知の受理につい
て（１月専決処理分）

⑹ 水田利用転換届出について（１月専決処理分）
⑺ 許可・受理の取消しについて（１月専決処理分）
⑻ 知事許可について（１月許可分）

（平成29年２月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市農業委員会告示第11号
奈良市農業委員会平成29年３月農政部会の会議を次のと
おり招集しますので、奈良市農業委員会部会会議規則（昭
和32年奈良市農業委員会告示第４号）第３条第１項の規定

により告示します。
平成29年２月28日

奈良市農業委員会
農政部会長 中 田 清 文

１ 日時
平成29年３月７日（火） 午前９時30分

２ 場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所 北棟６階 第22会議室

３ 審議案件
議 案
第１号 平成29年遊休農地解消モデル事業の実施計

画について
第２号 なら農業委員会だより第63号の発行につい

て
報 告
第１号 農業に関するアンケート実施結果について
第２号 農業相談会の実施結果について

（平成29年２月28日掲示済）
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奈 良 市 民 憲 章

奈良は日本のふるさと。美しい自然とすぐれた文化遺

産を守り、古都に住むものにふさわしい自覚と誇りに生

きましょう。

奈良は未来をひらくまち。青少年は健康で、はつらつ

と、正しく強い人間になりましょう。

奈良は善意のまち。みんなのしあわせのために、おた

がいに助けあいましょう。

奈良は清潔で平和なまち。旅行者にはあたたかく親切

に接しましょう。

奈良はのびゆくまち。市民の創意で、伝統と調和のと

れた新しい住みよいまちづくりをしましょう。


